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第一次南風原町地域福祉推進計画評価シート

平成29年度事業評価
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1 共に支え合えるまちづくり

a)豊かなコミュニティの基盤づくり推進

具体的取り組み事.項

①

',:

身近な所からあいさっや声かけをはじめ、町全体で
展開されるよう、地域の関係機関・団体等と連携し
た「あいさつ、声かけ運動」の推進強化を図る。

推進項昌IP1血:計画】

f~

地域交流の活性化に向けて、仲問づくりゃ交
流ができる集いの場として、地域の公民館や
集会所、公共施設及ぴ社会福祉施設等の既
存施設をはじめ、地域の様々な資源の有効活
用を推進する。

②

26

推進

ξ灘隹、ド"・,ー',・・、・ー,"・'、、・ー,ー・、"ー、
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推進年度(5ケ年の計画)

交流活動の推進

27
一→

A

,隹1隹 i ^

A

28

也域のスポーツ活動、サークル活動、文化活
等及ぴ諸団体の活動を通して、仲間づくり
交流の活性化が図られるよう活動を支援す

・^

29'Y',
ー^

0

30

推進

・^

シニアスボーツ大会や小中学生陸上競
技大会、新春マラソン大会等を開催して
いる。

ー^
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』^

「あいさつ、声かけ運動」の推進強化を図
り、近所づきあいが減っていると感じる割
合をH30年度までに45.0%に減らす。

今後も各体育施設の利用促進に努める。

・^

T

達成目標

ー^

.^

地域技祉推進計酉評価表

一統文化継承活動、スポーツ大会、青少年健
育成活動、地域の行事や活動及ぴ町のま
づくりへの住民参加等、様々な取り組みに
'いて、多様な世代の参加を図り世代問の交
,を促進する。

推進

、、

地域活勳のあり方について、
世代と意見交換を行う。

1 1

治血1雫雁睡洗气芽¥朧ゞた才嘉、荻
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ー^

A③

ー゛

1住みよいまちづくりを話し
合う機会の創出

J

・^

1 '

推進

・^

担当部署

A

地域の社会資源を活用した、交流拠
点の確保に努める。

親世代との交流が主なので、祖父母世代も
参加してもらえるようまつり内容を工夫す
る。

ー^

こども課では、民生委員・児童委員連合
会、赤十字奉仕団などと連携して住みよ
いまちづくりに向けて取り組みを行って
いる。この活動を継続して、一人でも多く
の町民が地域福祉活動に参画する意識
が高まるようにしている。

・^

総務課

H26

評価

多様な

A

・^

民の地域福祉への理解を深めるとともに、
分達が担う役割を認識し、住民一人ひとり
て地域福祉活勤に参画する意識が高まるよ
、社会福祉協議会や地域の諸団体等と連携
る。

・^

H27
評価

推進

ジュニアリーダーの活用の周知を図る。

大会の予定及び結果を待ちホームページ、
広報誌へ掲載し、町民へ広く周知できた。

A

生涯学習文
化,田

D

H28

評価

ー^

大会への参加者数の増に取り組む。

-1-

大会の日程及ぴ結果を町ホームページ、広
報誌へ掲載し、町民へ広く周知できた。

ー^

D

H29

評価

J ■■

・^
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代間の交流を企画・実施する。

、^

D

B

教育総務課

推進!

D

B

昔のあそび、ゲームなど、祖父母世代が得
意とする内容を検討していく。
南風原ふるさと発見ウォークはコースの再
検討などマンネリ化を防いでいきたい。

ー.

一部の団体や個人においては、早朝の
あいさつや登下校時のあいさつ運動は
実施されている。

取り組み実緒【D6:実行】

B

H28年度の民生委員・児童委員一斉改選の
あと不足している字もあり、現在も充足率の
向上が課題となっている。

・^

A

B

生涯学習文
化課

自治公民館出前講座:14自治会開講。
受講者222人

ーー→

大会への参加者数の増に取り組む。

推進

A

・・',・・・1 、、・・,、・,・・、・、・・・・ー',・,'・"
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ー^

A

ー^

域のイベントや活動について、多
な世代の参加と協力が得られるよ
な取り組みを企画・実施する。

舌

B

A
町内スボーツ少年団及び町内サークル
団体への学校休育施設、黄金森公園施
設等の開放を行っている。

教育総務
課

民生委員・児童委員の充足率向上に向け
て、区長・自治会長との情報交換会を継続
し、社椿職員との連携で取り組む。

ー^

B

取り組みの検証【chook:検証】

各種団体との連携を行うことができず、全体
行動として推進を図る事が出来なかった。

・^

B

A

親子野球大会を実施し親世代と子の世
代の交流や、インリーダー研修等を実施
し中学生高校生のジュニアリーダーと小
学生の世代問交流を行うことができた。
また敵域こども会行事を盛り上げるた
め花火の配布を実施した。

A

ー^

自治公民館出前講座の受講者が生きがい
をもち地域との連携ができた。広報やホーム
ページ等を活用し周知を図った。

生涯学習文
化課

A

みよいまちづくりを話し合う機会を
1出し、参加したい割合をH30年度
でに60%にする。

A

【H28年度利用実績】
・学校体育施設30,582人
・黄金森公園体育施設65,314人
【H29年度利用実績】
・学校体育施設29,293人
・黄金森公園体育施設 61,595
利用者がスボーツを快適に楽しめるように、
施設の修繕を迅速に行った。

A

B

町体育大会等を開催している。

B

今後の取り組みめ方針.【AC"6而:改善j

教育総務課

今後は、教育委員会や各種団休と連携し全
体行動として推進を行う。

B B
こども会まつりや南風原町伝統芸能交
流会、南風原ふるさと発見ウォークを開
催。

地域こども会行事等へのジュニアリーダーを
派遣する「出前こども会」の周知がまだ不足
している。

A

今後も地域の公民館と連携し、自治公民館
出前講座の充実を図る。

こども課
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1 共に支え合えるまちづくり

(1)豊かなコミュニティの基盤づくり推進

'y具体的取り組み事項と
.....

不法投棄現場では、不法投棄禁止看板を設置し、
地域猫の鳴き声や、糞害は周辺住宅にチラシを配
布しマナー向上に努めた。

ノ

、

",

,ノ

④

1■.『ト

自治会加入促進

、、

より多くの住民が参加していけるよう、自治会の必要
性についての啓発や活動内容、活動の楽しさについ
て、自治会と連携した情報発信の充実を図る。

推進項目.'1P巨61:計画J{、

ー"」

自治会と連携し加入率向上の取り組みを行う。

.1、.
、、、

転入手続きの窓口においては、自治会の紹介や自治
会への橋渡しをするなど、自治会加入のための支援
を行う。

ごC

J、:、.J、、ン

IJ

自治会の加入率アッブのために、地域と行政が共に
検討する場をつくり、自治会の取り組みに対し必要な
支援を行う。

、

⑤ 1地域活動の活性化推進

26

【住基班】顔写真付の身分証明書を持参していな
い場合は公的な証明害(健康保険証や年金手帳な
ど)で2点確認を行っている。また、退庁時机上の
害類保管を徹底して保管した。

【戸籍班】戸籍届書は業務終了後、施錠付金庫で
管理、また職員が席を離れる際は机の資料は裏返
し、確認後の不要資料はその都度廃棄している。,

Ξ'推進年度(5ケ拝の計画):.・
』..、

28'!:ト1.・・29 ':.},::,30

地域活動のあり方について、多様な世代との意見交
換を行うとともに、各世代で役割を分担するなど、地
域活動を組織的に推進する休制づくりを地域に働き
かける。また、地域の要請に応じて、必要な支援を行

推進

§':1生i董IL、ミ'al,二轟^・サ.1驚窒ニチ三.之張'、,武、於^,ニ'1ξ.、●、トT^、1=立二、

、,."■

^。

1 1

推進 1 → i → 1 →,→
1 1 1 1

ーせξ'・"、卦1 ',゛'、.を.丁二と.、:゛;、之ぎ11^!;ヲ1"・J111.〒三ぷし:、芯→'

"*郭ヲ藤一ー".

"^

1

自治会と連携し、自治会の必要性・活動の
内容・楽しさの情報発信を行う。

・^

逵咸目標

ゴミの不法投棄やポイ捨て、車の運転マナー(違法駐
車、ゆずり合い等)、ペットの管理、その他の迷惑行為
につぃて、モラルやマナーの向上が図られるよう啓発
する。

.^

推進 1

地域学校協働活動では老人会への依頼だけでな
<、PTAや個人にも参加推進を図る。
社会教育髮員の活動では各字訪問や意見交換会
を通して、社会教育団体の活動促進を図る。

住所異動の窓口で自治会の紹介を行い、
加入のための支援を行う。

.^

1

推進
澄握t蔀裟・'

;隹i佳^ 1 ^ 1 ^」^

担当都署三

・^

自治会加入促進に取り組み、H30年度まで
に自治会加入率を70.0%!こする。

.'.':.,..:

-2-

-1亀司武辱

個人のプライバシーの守秘についても啓発を行う。

^一畦,、'*』

.^

"蓮1■゛*""**、'¥"ゞ

.^

H26

評価"1

゛、芋三之主ーヨーーX'-S,ミーノ毛坪、、ミ'

総務課

不法投棄・野焼き等は廃棄物処理法の遵守を町民
こ撤底し、騒音や近所トラブル等の苦情は円満に
解決するよう専門の研修を積極的に受講し職員の
スキルを高める。

なった資料は廃棄した。

・^

』゛

:'・、'

推.
泌寄

H27

評価

推進!→ 1 →!一→

難劃灘鄭鄭1司武器

.^

.1:・.:

H28

坪価

C

髪瀞ゑP

.^

行政懇談会の開催案内の説明を年に抜数回設b
るとともに、開催した内容などを広報やHPなどを活
用し広く町民にPRできるように取り組む。
またイ「協働のまちづくり」を推進する事業提案な

ど、新たな取り組みに対する意見交換についても検
討していく。

総務課

H29

評価

.^

C

ーー'＼

子孟義二JI

地域活動のあり方について、多様な世代と
意見交換を行う。

推進

・^

卦シ'で、窒き、時宅ジ三写ゞ

0

嘉 踊鞠祭1帯砦t

C

.^

ミ取り組み実頼【Dd:実行】

推進

C

.^

、゛ー

自治会加入促進の取り組みとして町民ホール
に掲示板を設置し、自治会のイベント情報の
発信を行った。

総務課

【住基班】
今後も個人情報の守秘釜務を徹底し、プライバシ
管理の厳正な対処を行い迅速かつ正確に対応し
いく。

C

【戸籍班】今後も個人情報保護のもと戸籍制度の重
要性に基づき職員問で資料等含め情報の徹底管
理を行う。

、毛碧厘葬す

.^

3亡、「寺'ど、宅?ト・t'主身二L嵒!,玉=tξεチ'、至釜三令ゞL

ー^

..ー

.^

..

C

,

」

C

企画財政課

C

モラルやマナーの向上について啓発する。

転入届手続き時に自治会加入促進チラシを配
布。

C

..
^

.^

ノ

C

産業振興課

B

C

取り組みの検証IC腕Ck:検証1

定例の区長会のなかで自治会加入促進につ
いての話合いを行う。

生涯学習文化課

D

自治会のイベント情報を発信しているが、掲示して
いない自治会があるため全自治会が掲示し情報発
信ができるよう取り組んでいく必要がる。

個人のプライバシーの守秘についても啓
発を行う。

C

総務課

C

町民の二ーズを把握し、町民の声を反映した
町政運営を行うことを目的に、山川区と神里区
で行政懇談会を聞催し、地域から46人の参加
がありましナこ。

B

各自治会による加入促進のための取り組みも必
要。

住民環境課

、.
ー'.

B

:,

B

総務課

."

町内小学校では、地域学校協働活動を通し
「昔あそぴ」や「クラブ活動」の授業において、
児童と老人会等との世代問交流を実施した。
又、社会教育委員の活動として字訪問や各種
団豚意見交換会を実施し、各社会教育団休の
状況等を確認した。

B

B

自治会の要望により加入促進横断幕を作成、各自
治会へ配布。

今後の取り組みの方鉦IAdf1面;改善j

B

住民環境課

今後は、全自治会の最新の情報発信ができる様に
自治会と連携し取り組んでいく。

↑

B

゛

区長会において、行政懇談会の案内を行っている
が、開催を要望した地域は2地域で、全休の10%程
度となっている。
開催にあたっては、意見交換の内容や取組方法

にっいて工夫を図る必要がある。

A

不法投棄・ボイ捨てが発生した場合は現場確
認し、本人確認が取れる場合は本人に連絡し
回戚するよう指導した。悪質な場合は警察と連
携し不法投棄者を呼ぴ出し、強く指導した。

A

J

J

転入届手続き時のチラシを配布およぴ町広報誌に
よる加入促進啓発。

A

ノ'」:

【住基班証明喜発行等において、顔写真付の
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート'住基力ード等)で本人確認を
厳正に行い迅趣かっ正確に行った。電話での
個人情報の対応は行わず必ず窓口で本人確'

【戸籍班】個人情報保護の類点より、戸籍届に
関連する情報の守秘義務の纎底や退庁時資
料等を施錠付金庫へ保管、また確認後不要と

老人会組織入の依頼だけでなく、個人的に退職教'
諭等へ呼ぴかけ、地域の児童生徒との交流を図れ
^0

柾釜教育委員の各字訪問では社会教育団休の活
性化が地域活性化につながることを再確認し、意
見交換会では各団体の成果と課題を共有すること
ができた。

A A
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1 共に支え合えるまちづくり

(1)豊かなコミュニティの基盤づくり推進

具体的取り組み事項

①
支えあい・たすけあ
う地域づくり

②
地域づくりに関する
情報共有の場づくり

ー,

地域における各種交流活動をとおした住民相互の
関係性を形成するため、地域で実施する各種交流
事業を支援

ー"

③

推進項目IP仏h';計画1

字・自治会加入促進
と地域活動の活性化
促進

住民をはじめ医療・保健・福祉の関係する機関・団
体が連携、情報を共有し、問題解決に向けた共通
認識づくりを行う機会・場を確保し福祉のまちづくり
を目指したネットワークづくりを推進

字・自治会加入促進と地域活動活性化促進に努め
る。

推進年度佑弓年の計画)

26 '

推進

27

地区5
終了0

■^

・ート

28

地区4
終了2

推進

・^

29

地区3

終了4

1回
開催

ー^

30

.^

地区3
終了5

実施
5地区

・^

1回

、^

達成目標

地域で実施する各種交流事
業の支援

2地
区

1回

■^

・^

実施
6地

1回

1地区

・^

X

福祉保健施設団体連絡会の
開催

3地区

・^

実施
7地

3地区

担当部署

X 地域福祉懇談会をH30年度ま
でに7地区で開催

社協
(田場)

H26

評価

H27

評価
H28

評価

厘評価の基準

A:実施できた佛戈ね、90%~100%)

B:概ね実施できた佛戈ね、60%~90%)

C:一部しか実施できなかった佛死ね、60%未満)

D:実施できなかった

社協
(田場)

A

H29

評価

A A

社協
(田場)

B

【地域支えあい休制づくり事業】
H29年度新規モデル地区(神里)
継続支擾地区2ケ所(津嘉山、新川)

0昨年同様、グラウンドゴルフ、餅つき大会など、三世
代交流を行い、顔の見える関係づくりができた.

A

取り組み実績【D6:実行1

B B

「南風原町社会福祉施設長連絡会」開催:1回
①平成30年2月27日実施
②参加者:20名(閏係機関15名、社協5名)
③内容.「地域における公益的な取り組みについ

て」「社会的孤立対策モデル事業の取り組みについ
て」

0

日

C B

H30

H30

H30
B

2/5

2/22

2/23

兼城(22人)
本部(19人)
宮平a2人)

自治会の交流事業(三世代)1こ関して、各種団体
(青年会・PTA・子ども会など)の澁力体制等に差
がある。
指定終了後も継続実施できるような支援が必要

(経費的支援を含めて)

取り組みの検証、【C能oki検証】

・公益的な活動をどのように展開していくのか
意見交換ができ共通認識作りや目指す方向
の確認ができた。各法人の取り組みがスムー
ズに行えるよう連絡会等の開催頻度の検討が
必要

地域から出た意見(課題等)を社協内で共有回覧
しているが、地域で解決に向けた取り組みまではで
きていない。
住民への福祉教育としても有効な取り組みであ

り、目標の達成に向けて、字・自治会、団体との調
整が必要。

、

".

今後め取り組みの方卦【A亘t西五,:改善j

すでに8ケ所での指定を終了しており、毎年
度1ケ所モデル指定を進めていく。
その間、指定終了した自治会の三世代交流

についても継続実施できるよう自治会への働
きかけを行う。

各法人(社協含む)協働できそうな事案につい
て自由な発想でアイデアを交ぜあわせる時間
を設けるなど、開催回数や連絡会の持ち方、
施設団休との連携のしくみについて検討する。

'..11

今後も継続実施するとともに、地域からの意
見(課題等)を地域内でも共有・解決できるよう
字・自治会(福祉協力員連絡会等)と話し合い
の場を設ける。

-3-
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1 共に支え合えるまちづくり

(2)字・自治会を中心とした地域福祉活動の推進

具体的取り組み事項.呉

小地域福祉活動の広報啓発
の推進

①1小地域活動への支援

字・自治会、社会福祉協議会と連携し、小地域(字・
自治会)における住民冒祉活動の周知や活動への
参加促進について、地域への広報啓発の充実に取
ノ組む

推進項目【PI、n二計画】

会福祉協議会が推進する「子育てサロン」、「友愛社
問活動」等の住民主体の地域福祉活動の充実が訪
られるよう、ボランティア等活動を担う人材の確保図
地域の福祉二ーズの把握などについて必要な支や

援を行います。また、小地域福祉活動を推進するた
めの字・自治会の組織体制の強化を支援する。

.゛"

ノ
ナ.J

^.

CSWによる地域の福祉二ーズの把握や相談援助
との逵携、要支援者の情報を種相談窓口充実、

援が可能な休制を構築する。また、専門的共有し
スは、専門機関等との連携をが必要なケーな支援

1ゞ碓進年度(5ケ年の計画)1三t
■■.....■.■.....■、■■.

ニ.乞盲ヲニフチ「巨テ1・・.1÷・.Y'28 "・'需..ゞ29:き戴.30:.T

'....^■

'1y.1.イシ

委員
。子育て

の

る事で
を通し

'供でき

、う。

、,

.^.^

1 } 1

.E,.、...^、..■,^■二...■.".

ゞニ、ゞP

〒稚匙
ニ.]一,゛':1-、児^

"卓.,i'CI,'1

ノ'1 ●".L ム"'枇;コ,0、ι』゛"

、'、'量'女';,-Y.=ケ、茸一二里野」エ
゛'11、、一」t/ー=,12、土.ー.
^'^^{、J

!、'ト4 『',t'」ι.1.ー' 1、.J,

Jテ三二E、砦IL¥■ぞ,'交"'与ごー'三

.^

;ユ^,』子二ー.rさr早二..士.弔一■..゛工 1.ー、、

子保健推進
に努める。

・^

小地域活動の地域への周知と活動への
参加・1為力を促す。

"逹成自標

舌動を推進する地域組織休制の
取り組む。

担当部署J:
÷H26

評価

■゛■ J

^

こども課

応じてCSWや専門機関等と連携し
を行う。

問な
うに

好
てい

H27

評価
H28、

評価
H29

評価

こども課
てサロンで、民生児童委員
の定例会で、事業を紹介し

.....,

ニテイーソーシヤルワー
体制の充実支援

取り組み実韻【D91実行】.゛゛

社協と連携し地域への周知、協力に取り組
んでいる。小地域福祉ネットワークづくり推進
地区逵絡会を4回、研修会を1回開催し、事
業の推進に向けて情報交換を行っている。

こども課

社協が実施する事業を支援し、子
は6地区で243回実施、延べ3,1
加がった。友愛訪問活動はボラ
名により、延べ2,339回訪仏

取り組みの検証【ch此k検証】

小地域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会に
おいて、各地区での運営状況等の情報共有が図
られ、事業の推進に役立っている。ほとんどの地
区で組織化が進み、高齢者の生きがいと佳康づく
りを進める休制は整っている。

友愛訪問活勳では、徐々に民生委員・児
以外の社会福祉協力員も増えてきている

サポーターや出前サロンでは、ペテラ'
親入の相談に対応す士が、参加した母
効果が出ている。全育児不安の解消に
等の気づき、学びをて、利用者や参加

^0

、友愛モ福祉協力員連絡会においてミニ
が入るど利用対線者ではないかという情
生活保なった。また、関係機関(地域包
連携がパーソナルサボートセンターなど)

でスムーズに協働して支援することができ

今後の取り組みφ方針【Act珂示改善】
ノ

社協と連携し未実施地区の組織化に向けて取り
組みを進める。
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、

、

(2)字・自治会を中心とした地域福祉活動の推進

具体的取り組み事項

①
住民主体の地域福祉
活動の推進

住民が地域福祉活動へ積極的に参加できる機会
を確保するため、各字・自治会を'位とし見守り活
動、生活支援活動を実践する小地域福祉ネット
ワークの組織化を積極的に推進する。

推進項目.【plin':計画】

住民相互の援助活動をコーディネートし、先§駐生.
開発性を発揮した事業活動の展開に努める。

② 地域性重視の支援体
制づくりの推進

字・自治会ごとに福祉協力員を委嘱し、その活動を
支援

推進年度(5ゲ年の計画)
26

推進

27

・^

16地区

28

コミユニティソーシャルワークの手法をいかし、アウ
トリーチによる福祉課題の把握と住民はじめ福祉
の専門職との協働による支援体制づくりを推進。

ー゛

16地区

29

推進

・^

16地区

30

ー^

・^

16地区

子一
6力所

、^

達成目標

子'

6力所

H30年度までに17地区ネット
ワークの構築を目指す。

・^

推進

子育
6力所

、^

子阿

6力所

・^

友愛訪問事業継続実施と、子
育てサロン事業7箇所での実
施

105

人

一→

推進

担当部署

115

人

・一市

・^

40%

121

人

・^

社協
(田場)

H26

評価

、^

50%

H27

評価

福祉協力員の委嘱と活動の
支援を行う。

・^

146%

H28

評価

A

・^

100%

H29

評価

B

社協
(赤嶺)

見守りネットワークをH30年度
までに200ネット1こする。

B

ノ

・推進地区指定:16地区
・ネットワーク蓮絡会の開催:3回
・利用者交流会の開催:平成29年Ⅱ月21日
(参加者:433人)
・宿泊研修会の開催:平成30年2月8日~9日
(参加14人)

B

取り組み実績【D6:実行】

A

社協
(田場)

A

(友愛訪悶事案)

・実利用者数59人提供数(お弁当2.304食、7k・お茶35
回)

・訪問ボランティア数35人(民生委員25人、福祉憐力員
10人)
(子育てサロン)

・6地区(与郡覇、新川、兼城、照屋、第二団地、ちむ館)
・実施回数243回延べ組数1.4船粗

A A

A

社協
(田場)

A A

福祉協力員の委嘱 8地区a21人)
(与那覇、宮城、新川、兼城、照屋、津嘉山、
第二団地、神里)
福祉協力員連絡会の開催(各地区)
福祉協力員等100人研修会の開催(年1

回)

A

B

取り組みの検証【C艶泳:検証】

・高齢者の居場所、生きがいや健康づくりの場とし
て効果は高い。一方で内容が高齢者ミニデイ・サロ
ンという位置づけになっており見守り・生活支援活
動がまだ弱い。

B A

平成28年度で見守りネットワークが296ネッ
トとなり、目標を大きく上まわることができた。
引割続き、福祉協力員連絡会で、見守り世帯
の状況把握は行っている。
活動件数も障がい者相談支援事業とあわせ
11.689件と昨年に比べ約1,000件も増えた

A

(友愛訪ル与事業)

・定期的な安否確認ができ、また孤独感の解消を図るこ
とができる

・訪問は民生委員が主となっているが、福祉偽力員の協
力があるところもある。
・食の確保につながっている方もいる
(子育てサロン)

・子育て中の親子が気軽に参加ができ、育児相談や不
安解消の場となっている。また、子どもたちのよい交流
の場ともなっている。

今後の取り組みの方針【A6盲6が:改善】

昨年(h29)も1力字で福祉協力員の委嘱(15人)をする
ことができた.住民の地域福祉活動への参加のきっか
けとして効果が大きい.
自治会ごとに特色ある活動ができるようになってきて

いるが、地域差も出てきている.

地域によっては、ボランティアの負担が大き
い・不足という課題があり、ボランティアの確
保・養成が必要である。また引き続き、活動資
金の助成を行う。
・ネットワーク発足の未地域を支援し、組織化
を推進する(17地区目の発足)

アウトリーチを行うことで潜在的福祉二ーズを掘り
起こすことができている。また、ひきこもり、社会的
孤立、家族力の低下、生活困窮などの課題が見え
てきているが、結ぴつける制度やサービスが少な
し、。

見守りネットワークについて、継続的な関わりと必
要な世帯の把握が必要。

(友愛訪問事業)

・年々増加する単身高齢世帯に対する見守りを地域住
民で行えるよう、福祉協力員の協力を求める。
・食の確保が目的とならないよう、他の物品での提供で
も見守りが図れるように取り組む。
(子育てサロン)

・ちむぐくる館サロンにおいては、講話や体操等を取り入
れ充実を図る。
・保健福祉課との運携を図る。(母子保僅推進員の憐力
や育児相談にのってもらう)

-5-

今年も引き続き、1力字で福祉協力員の委嘱を進め
るとともに、活動支援を積極的に行う。

障がい者相談事業による相談が多くなり、CSW(8名)
の活動が個別支提に大きく偏り、地域支緩まで手がま
わらない状況となっている.在宅介護支援センターや生
活支授コーディネーター等との役割分について検討す
る。

見守り世帯(気になる世帯含む)については、引き続き
福祉協力員連絡会等の開催が雑持できるよう支授して
いく。
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1・共に支え合えるまちづくり

(3)福祉意識の高揚

:・)1...
具体的取嚇且み事項

Ct:.

三、

福祉教育の推進

子ども達が福祉への理解を深め、自分にできる取り
組みが探求できるよう、高齢者等との交流、ボラン
ティア体験学習等の活勳を通して、ノーマライゼー、
ションの理念の浸透を図るとともに、思いやりのある
心、正義感など豊かな人問性を育むために福祉教
育を推進

、ーフ.C

推進項目,【P搭元計回I×、髪

:予'..
^.

゛.'、

.^

土

シゞ

:

学校教職員についても福祉への理解と関心を高め
ることにより、福祉教育の充実が図られるよう、保育
所(園)や学校教育部門と社会福祉協議会との連携
を密にする。また、地域の関係機関・団体、福祉施
設等と連携した効果的な福祉教育の実践に取り組
む。

'エ

$!!.

>'乃 L

各種月間・週問の趣旨の周知を図るため、ポ
スター及ぴ横断幕の設置、広報(社徳だより)
掲載、電光掲示板への掲載を行った。また子
ども月間では、鯉のぼり掲揚式を開催した。

二26凸

推進年度.(5ラ.年の計画)i

福祉教育推進基本方針
進が必要である。

推進

②甑祉意識啓発の充実

子ども達への福祉教育の実践を通して、地域への
福祉意識の浸透を図るために、福祉教育の目的や
取り牟且みについて、地域への周知の強化を図る。

27 汽 28 '゛

推進

29

:、

ー^

1
1 .

二e',¥、1'ニトえ11ノニ{三,・美卜立』i二,'、ニ
→ r,エ'ー、.ー゛JL=J-
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推進
1 1

.^

1 1

関係機関と逵携し、福祉教育の推進を図
る。

■^

達成目標やーノ

福祉教育推進基本方針に基づく福祉教育の推進
を図る。
社懐の出前講座や学校応援はえぱるを活用し
て、学校職員の負担軽減に取り組む。
学校だよりゃ町広報誌を活用し、地域への周知寺
図る。

模
討

域のイベントや国が定める高齢者等の福祉啓
問において理が深まり、地域福祉への関心が
るよう、地域の爵止(福祉課題を含む)に関する
発信、講話や講;会の開催、高齢者や障がい

との交流などに取り組む。

概ね良好である。
を核とした福祉教

.^

ー..

学校での体験学習・福祉出前講座は、地域支援
本部事業と連携して取り組んでいるが、学校に
よって取組の差がある。今後、福祉教育連絡会を
通して、福祉出前講座などの情報発信に努める。

、ーニー鬼:二『旦

保育所や学校教育部門、社協との逵携を
し、効果的な福祉教育の実践に取り缶に

組む

露イ推'隹立.ラ.チξ兼尋ーキータ・'ーーξモ三毛斗七、・ト、、尋「二笂

、^

福祉教育基本方針と学校経営計画における福祉
教育との整合性を図る。

周知方法としてポスターや横断
よ弱いと思われる。

q■■、

内する年齢等について検討のうぇ
催する。高齢者祝金・記念品等のを開

いては、今年度も、昨年度同様、高齢
沿った贈呈方法で行う。

担当部署

.^

H26

評価

学校教育課

老会は70歳以上の高齢者を案内をしている
齢者人口が増加傾向のため、会場の収容

を考慮し、案内年齢の引き上げについての
が必要。

行政と社機が連携し意識啓発の充実を
図り、福祉に高い関心がある人の割合を
30年度までに30.0%にする。

、・:,

H27

評価
H28

坪価

1-'し、二炎曝、・ J唾.ミ主参、、玉之{!'三琴卜三、→゛、三,'寸1生'ー^・.i、T 子、黒条二.1,'ξ濯・111妾二享ぞ'→f冬ゴ、'、・、'÷

学校教育課

■".ノ電...

H29

評価

各種月問,週問の期問内に効果が期待できる取
組を検討し、更なる周知を図る。

ノ■、

!こ▼:30.':

'聖1」」、ニ_

遜'

取y組み実鐙【D亘.実行〕

学校教育課

南風原町福祉教育推進事業実施要項に基
づき、授業等で福祉教育を推進している。

一ι^

'三玉^".、-t毛コ

"ξ盆累i宅 1Ξ;1iぜ之':驫亀雪

1強己11・み芸'J二・、'二1、"、1【

保健福祉課

"..,

すべての学校で学校経営計画に福祉教育を
明記した。福祉教育連絡会を開催し、福祉教
育の取組について情報交換を行う等、福祉
教育への意識の高まり、共通理解が図られ
^0

こども課

・協力し障がい者や高齢
るための取り組みを企

道徳や総合的な学習の時問のなかで、社協
の事業や学校応援隊はえぱるを活用し、車
いす・アイマスク休験、盲導犬への理解と触
れ合いや人権相談員による人権講和などを
行い、これらの取り組みを学校だよりや町広
報誌などで周知を図った。、

学校教育課

社協の出前講座や学校応援はえぱるを活用する
ことで、子供たちの福祉への理解がより深まっ
式0

..

社協において学校と連携し福祉教育連絡機
議会を開催している。学校及ぴ地域での福
祉教育の実践成果と課題を検証し、今後の
学校及ぴ地域での福祉教育のあり方、進め
方について塊議しており、平成29年度は1回
開催

保健福祉課

概ね良好である。連絡会を開催することは重要で
あるが、教職員の業務改善の観点から議題の精
選が必要となる。

J..、

学校だよりや町広報誌を活用したことで、各家庭
や地域に福祉教育について周知することができ
^0

推進項目を達成するためには、継続した広報活
動が必要である。

交流活動は、主に保幼を中心に実施した。
た、小学校においては、学習活動の一環とし
て取り組まれた。また、小中では児童会・生
徒会を中心に募金活

こども課

今後め取畷亘みφ方鉦tA6Ud虻改善jlj
'>::

福祉教育基本方針と学校経営計画における福祉
教育との整合性を図る。
計画・実践する上で、課題を明確にして次年度計
画で改善を図る。

/J

老人週間に町敬老会の開催した。
月・10月に高齢者祝金・記念品等
行っナこ。

IJ

事業を通して参加者等の気づき、学びを提供でき
^0

..、..

学校等が福祉教育に対する理解及び実践にあ
たって、福祉教育基本方針を基に、重点事項を明
確にして目標達成にアプローチする。

こ。

ノ



亀

、

、

( 3 )
具体的取り組み事項

①

福祉意識の高揚

福祉教育の推進

②

の*言に対る理解を深め、特に次代を
担う子ども達に対する福祉教育をとおして思いやり
の心を育み、ノーマライゼーションの理念の浸透を
図ることで、年齢や性別、障がいの有無に関わら
ず誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを推進
する。

福祉意識の高揚

推進項目【PI.h:計画】

障がい者や高齢者にとって住みよい地域や安心し
て子育てができる社会について、共に考える機会
を確保し、住民参加による地域活動の展開を目指
して福祉意識の高揚を図る。

ノ"]一'、、

推進年度(5ケ年の計画)
26

推進

27

ー゛

28

50%

.^

29

70%

推進

・^

30

70%

.^

.^

70%

50%

、^

・関係機関と連携し、福祉教
育の推進を図る。
・福祉教育逵絡会を現状の1
回から3回に増やす。

達成目標

80%

・^

90%

・^

90%

..

職員等による出前講座を現状
の3回から6回に増やし、福祉
意識の高揚を図る。

担当部署

社協
(出羽)

H26

評価
H27

評価
H28

評価

B

H29

評価

B

社協
(出羽)

B

・町内全保・幼・小・中高校24校を福祉教育推進校とし
て指定し、540,000円の助成金(1万円、3万円、5万円
コース)を交付し、それぞれの学校の特徴を活かした取
り粗みが効果的に行われている。
・福祉教育実践報告書の発行(h28年度版)
・福祉教育連絡会 1回開催

B

取り組み実績【D6':実行】

B A

【学校への対応】学校への出前講座13件(津
嘉山小3、南風原小2、北丘小3、翔南小1、
南風原中 4)、学校教諭等福祉研修会1回(参
加者14人)
【地域への対応】社協だより、地域福祉懇談
会、福祉協力員連絡会、ミニデイサービス、子
育てサロン等をとおした活動から福祉意識の
高揚を高めている(再掲)

A A

・推進校として、取り組みが効果的に行われてい
る。特に小学校では、学校支援地域本部事業(学
校支援地域コーディネーター)との連携により、福
祉教育の必要性を共有することができた。
・調整不足により福祉教育連絡会を1回しか開催す
ることができなかった。

取り組みの検証【C卜ook検証】

【学校への対応】出前講座に関して、学校地域
支援コーディネーター等と連携し、段階的な福
祉学習を展開することができた。中学校では、
町内施設と協働で車いす体験を実施でき、よ
り深く福祉の心を学ぶことができる場を提供で
きた。
【地域への対応】社協だより、地域福祉懇談
会、福祉協力員連絡会、高齢者サロン、子育
てサロンなど身近な地域での活動は継続的に
実施・支援する必要がある。

今後の取り組みの方卦IA6tld配改善】

・福祉教育連絡会(2~3回)1こて情報共有等を図り.、各
学校の福祉意識の高揺を図る。
・学校支援地域本部事業等と引き続き連携を図り、福祉
教育推進事業(推進校指定)を綣続実施する.
・各学校や教育委員会と運携を図り、実践報告会を開催
する.

【学校への対応】福祉教育連絡会等を通して
各学校の取り組み状況を確認する。また、学
校間での情報共有を行うことにより更なる福祉
意識向上を図る。
【地域への対応1社協が実施する事業・活動を
通して意識的に地域への啓発を行う。

ーフー

、
見



1 共に支え合えるまちづくり

(3)福祉意識の高揚

具体的取り組み事項
く・."

^'

③ 男女共同参画の推進

.、

あらゆる分野で男女が共に知恵と力を出し合えるよ
う、男女共同参画の意識を高めていく。

推進項目【PI.が:計画】

ー^ー、、

④ 1人権教育・啓発の推進

女性の役職登用や方針決定の場への参画を積極
的に推進するなど、男女共同参画の環境づくりを進
める。

J

.、

一人ひとりの基本的な人権が保障され、相手を思い
やり、お互いを大切にする意識の浸透を図るため
に、人権擁護委員と連携し、学校や家庭、地域にお
ナる人権に関する教育・啓発の推進に取り組み、人
権尊重への理解を深める。

Z三':、ゞ.、

':ι・!,

、ノ

、^
^^^'

26

推進年度(5ケ年の計画)
..,..

推進
'』ミ 1
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30

・^
1

■^

推進
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あらゆる分野で男女が共に知恵と力を出
し合えるよう、男女共同参画の意識を高
めていく。

/

.^

.^

.^

.^

1

J .、

男女共同参画の環境作りを進める。

.^

ノ.^、「、

担当部署

.^

J'÷

人権擁護委員と連携し、人権教育・啓発
の推進に取り組む。

・,"ニ

H26

評価

相談所の周知方法として広報掲載、電光掲示板
掲載、ポスター掲示をしているが、できるだけ早い
時期に行う。また、字への放送依頼を行う。
バネル展など町民への人権啓発につながる取り
組みを継続的に行う。

H27

評価
'^■

-8-

企画財政課

H28i
評価

B

H29

評価

B B

L.上:、

C

男女共同参画週問(6/23~29)に役場町民
ホール及ぴイオン南風原店はえぱるギャラ
リーにおいて男女共同参画に関する意識啓
発をテーマにしたバネル展を開催した。また、
電光掲示板や広報誌を活用し、男女共同参
画についての啓発を実施した。

取り組み実籟【DO.実行】

B

総務課

B

_ノ

C

B

役場の管理職(課長級以上)の女性壹用牢は杓%
(4人ノ21人中)となっている.また、各種審議会等へ
の女性の参画も推進しており、壷用牢は、31.5%
(114人ノ'362人中)となつている.
銃二次南風原岡男女共伺券画計画(まじゅんプラ

ン)が中間年度であったため、男女共同参画推進会
議(有織者等)等の審議を経て、見直しを行った。

B

B B B

例年、町民ホール及びはえぱるギャラリーでパ
ネル展を開催しているが、ここ数年は同じ内容の
バネル展示となっているため、町民に興味を持っ
てもらえるよう展示や広報など工夫が必要。
男女共同参画週間のみ仂周知では、意識啓発

としては弱いため、定期的に周知を図る必要があ
る。

'取り粗みの検証Ich此k検証にき
■■...""'..、.■,電.,、.冒,

例年行われている人権擁護委員による特設
相談所の開設(年2回)し、人権の啓発推進に
取り組んだ。

^

庁内の女性職員の役職登用については、昨年
度の登用率を維持しているが、全休の2割程度に
とどまっていることから登用率の向上を図る必要
がある。
第二次南風原町男女共同参画計画(まじゅんプ

ラン)では、各種審議会等の女性壹用率50%を目
標にしており、目標達成には至っていないため、
更なる女生委員登用を推進する。

)>.1今後め取り龜みφ方卦IAd牡6、.1哉善j
.一耳■..■..'."..、'....

相談所を開設をしているが、相談利用者が少数で
ある。広報等周知内容をよりわかりゃすいものに
する。

男女共同参画週問の取組について、他の自治
体の取組等を参考にしながら、多くの町民の目に
触れる機会をつくるよう取り組む。
また、男女共伺参画推進会議(町民、有識者で

構成)からの意見も啓発活動に取り入れていく。

゛

.

J

J

役場部課長で構成する男女共伺参画推進本部
会議を活用するなどし、第二次南風原町男女共
同参画計画(まじゅんプラン)の周知や女性委員
の積極的登用、職員の意識向上等に努める。
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②

1 共に支え合えるまちづくり

(4)ボランティア活動の推進・関係団体等への支援

臭体的取り組み事項

①!ぎランティア活動の推進支援

地域住民にボランティアに関す
めるために、ボランティア運営委
ターの機能強化を図る.

社会福祉協議会と逵携し、ホ'ランティア活動やホ'ランティア
を必要とする地域の二ーズを広報紙等で発信し、情
報提供の充実と活動への参加促進を図る。

推進項目.【P恰n1乱画1

社会福祉協議会によるボランティアを担う人材の養
成や活動の斡旋等ボランティア活動の活性化への
取り組みを支援。

より多くの住民がボランテ
う、ポランティア活動への
よ、 nしやい環境づく

推進年度(5ゲ年の計画)

261 ÷ 1.、,.27 ",'・ 1.':'28 "'!'・,' 29 ':1:.!:'・.30 '.・'

社機との連携で、ボランティアセンターの機
能充実を図るため、ニーズの把握、情報の収
集、コーディネートの強化に取り組んできた。

推進

1 .

』L -ーーー』一"」-1コー 1-,ー'ノ'、』π=→'、、、ー.1,.ー,.』一 L、・.

忌1寉進J三、F'→',二笈・ξr"・聖.サ'4,ニニf、'キ:武',宇才句
一心、ー・゛、゛゜・仁一・,・゛,・.、毛,ー・1N ."山'

福祉関係団体等への支援

.^

活動に参加できるよ
加呼ぴかけや仲問作り
Jを促す。

地域福祉の推進に関わる団体やNP0等について、
それぞれの活動の充実を図るために社会福祉懐議
会と連携した必なー'

推進

.^

11{:

.^ 』^ .^

.:

取り組みの検i正【check検証】

ご三了'X凝'ー'三1!.ヨ乏'、'ーーフ,二ぜン今!'才?々3丁':.'、ト;'゛,ξ:.'÷三'f":ミフ'、'、、_;冨
'二1^一隹左';'、、i'{〒゛、・ニノ、、y'.-1-,ー÷'" 1,ミ".一革'÷t l:J气三■斗'三t二:

今後も継続して実施していく.

理解と関心を
会にてセン

社協だより「ちむぐくる」発刊の際には、毎回編集
委員会を行い、情報提供の充実や地域活動促進
などについても意見交換を行っている。

町社捷を通して 8団体に交付。団体
事務支援として5団体(老人クラブ、民児連、
身障福祉会、母子会、介護者の会)を支援。
その他、団体に対する育成・助言などを行っ
た。

今後も継続して実施していく.

.^

推進

こども課

^

^●

.^』^ .^

1 .
1 亡'ゴ,、'●.1-、'.,、一ι一Ξ」・"」,,"._1','.一叶、、1 戸..、!、ー.、11_、ー_.'

・1推進§1^'、→'、ゞ'又夫斧゛ツ亭'・・二→、氏゛ニ゛.ξ、

体験学習や出前講座など、学校支援地域本部事
業と連携して取り組んでいるが、学校によって取
り組み状況の差がある。

民生委員・児童委
るよう地域への

をサポートする人
員・児童委員の

社懐と連携し、広報紙等で地域の二ーズ
を発信し情報提供の充実を図る。

町身体障害者福祉会と手をつなぐ親の会へ助
を交付している.沖縄県身休障害者スボーツ大会に
参加するための支援を牡協と協力し実施している

《県内でもイ
の負担力

単発的なポランティア、行事等への斡旋が主で、
維続的な活動に結ぴついていない。さらにボラン
ティア活動の機会と場の提供ができていない。ま
た、壹録ボランティアへの報発言ができていな
い

達成目標

:,

生活支援体制登備事楽偽議体を年2回開催し、
会招祉協議会と連携しながら地域福祉推進や生
支橿を行う団休と情報交換を行った.

今後の取り組みの方針【Ab註on1改善】

、'、,ーーー..#.'ー. J -1モ゛- J .,1ι島」一ー゛゛

「民生委員の日」PR出発式で、町長を1日民
生委員として委嘱し、世帯訪問への同一
材してもらうことでPRと委員の意識向上に努

社協、民生委員、自治会と連携めた。
を図り充足率向上に勢めた。H303.31現在52
名。充足率78.8%

について、活動の
知を図る。民生委
保を支援する。

確保も努める。

今後も継続して実施していく.

社会福祉憶議会と連携し、小地域で単位で行っている
域福祉推進に関する話し合いの場に多加する榎会を増
やし、地域が活動の充実に必要とする支援を把握する.

社協と連携L各種団体の充実を図る

数

い状
大き

助成金
団体の

担当部署

推進
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{ 1 1

士協と連携し、ボラ
域の二ーズを発
。H30年度までに
1合を40.0%1こする。

.1

図ら

童委員
民生委

H26

評価

こ、

H27

・乎価

推進

福祉教育連絡会にて、各学校の取り組み状況を
確認する。学校問での情報共有を行い、意識向
上を図る。

・・~・'。0・・、・ー・、ー、'・1・ー,・01,"'・1 '.

'ーアを必
言し、住民参
ボランティア

やその他活動の支援を通じて、福祉
につながっている。

H28

評価

.^

成金の交付や活動の支擾を通して、団休の充実に繋
つている.

1 ^

広報等により委員のな
に、地域にて委員の

と連携して訪問活動を行う.

儘議休はあくまでネットワーク構築の場であり、開催数が
少ないので、徳艦体をきっかけに、地域福祉推進に閏す

舌し合いに参加する機会をもっと増やしていく必要がる1
る.

こども課

H29

評価

とす
加を促
活動参加

1

士嬢と連携し各種団休の充実を図る

.^

り手を広く募集すると共
薦してもらい、社

.^

、.取り組み実横【Dd:実行】

社協と連携し、社協だより「ちむぐくる」を毎月
発刊するとともに、社協ホームベージとブロ
グでも情報を発信した。また地域懇談会を開
催し福祉課題の把握・共有に努めた。

儘と連携し、民生委員・児童委員の活
支援とH30年度までに定数を100%確
し、研修等で質の向上を図る。

社協と連携し、町立・法人保育園、小中学
校、高校へ助成金を出しボランティアによる
地域福祉向上について理解を深めた。また、
児童生徒への理解を図る担い手である先生
方への福祉研修会も開催した。さらに_出前
講座も7回開催

こども課

保健福祉課



(4)ボランティア活動の推進・関係団休等への支援

県体的取り組み.事項'、
'.■

①
ボランティア活動の
推進

、

ボランティアの参加は必要不可欠でありその人材
の育成・確保が重要な課題となってる各種養成講
座を実施して育成・確保に努めます。またボラン
ティアセンター運営事業を実施し、ボランティアコー
ディネート機能の充実強化をとおしてボランティア
活勤の推進を図る。

②

推進項目IP1舗f計画

福祉団体の支援

・:'
^、

老人クラブなどの当事者団体の活動の活性化が
活力ある地域づくりに欠かせないことから、福祉団
体に対する活動助成金の交付や団体事務などの
支援を行う。

・/'1
.・む':'1

③
ボランティア団体、企
業、 NP0との連携

J゛エ::.'

民生委員・児童委員が安心して活勤できるよう事
務局を担うとともに、研修会への参加支援、福祉協
力員との連携を進めるなどにより、民生委員・児童
委員との協働体制を構築する。

".

推進年度(5ケ年の計画)
26

推進

ノ

地域福祉推進に関わる団体やNP0らの団体と協
働して福祉のまちづくり1こ取り組むとともに、必要
な支援をとおしてネットワークの構築に取り組む。

・^

28

70%

ー^

29

70%

ー^

推進

30

70%

ー^

ー^

推進

70%

達成目標

10代のボランティア研修会、
養成講座の開催とボランティ
アセンターの充実を図る。

ー^

推進

推進

ー^

推進

,、.

推進

ー^

ー^

推進

推進

推進

ー^

各種団体を支援し充実を図
る。

担当部署

推進

・^

J

・^

20%

推進

・^

、、、

・^

50%

H26

評価

社協
(出羽)

民生委員・児童委員活動の支
援を行う。

H27

評価

・^

60%

H28

評価

・^

70%

H29

評価

B

ボランティア団体・企業・NPO
との連携を図り、ネットワーク
を構築する。

社協
(赤嶺)

B B

【10代のVr研修会】参加者14人(休験活動報告会36人)
【ボランティア養成講座】音課苦座8回参加者15人、手
話講座20回参加者17人

【ボランティア活動調整等】24時問TV募金活動、赤い羽
根店頭募金活動、キッズパーク、凧掲げ大会、各種行事
等でのVr調整など随時
【ボランティア運営委員会】2回開催(第1回委員10人、筑
2回委員8人參力の

取り組み実績ゆ研実行】

B

A

社協
(赤嶺)

A A

・老人クラブ、身体障害者福祉会、母子寡婦福
祉会、音訳サークルにおいては、それぞれ社
協職員が事務局を担っており、事業執行及ぴ
予算管理ができている。また、社協事業との
共催及ぴ協力体制ができている。

B

A

社協
(田場)

B B

・定例会の閼催(月1回)
・県内外研修の企画・実施
・全国大会等各種研修会への派遣
・民生奏員・児童美員活勳の広報啓発
(「民生委員・児童委員の日」活勳裟化週問出発式等)

・委員定数 66名美嘱霊員 52名(平成30年3月末現在)

B

A

b0代のVr研修会】高齢者サロンポランティアの活勤見
学や参加者との交流を通して、地域での取り組みを肌で
感じることができ、福祉理解につながった.【ボランティ
ア蓑成講座】毎年2講座を聞催し好評であるが、ボラン
ティアサークル加入へのつなぎが弱い【ボランティア活
勳】単発的な斡旋が主で、維続的なボランティア活勳へ
繋がるケースが少ない【ボランティア運営委員会】町ボ
ランティアセンターの現状や課題を委員と共有すること
ができ、今後の取り組みにつなげることができた.

敞嚇且みの検証【ch兵N検証】,...'.,、、、.'..ト..,.、."'.......

B B

ボランティア団体連絡会の開催1回
(H29/12/、15)

新春さわやかもちつき大会の開催1回
(H30/1/13)参加者約120人

B

活動資金の助成や事務局を社協職員が担うこ
とで、福祉団体の活動基盤の強化につながっ
ている。また、社協事業への協力も積極的で
ある。
また、福祉情報や他団体との連携が図れる。

・一斉改選後、9人の新たな民生委員が誕生
したが、宮平と津嘉山地区においては、それ
ぞれ4人の欠員状態が続いている。なり手不
足で委員定数における充足率が県内でも低
<、欠員がある地域については現委員の負担

ξ 、

今後ω取り組みの方針1<゛西示改善】
h

・各種講座!研修会の開催時期や持ち方を検討し、ボラ
ンディアの確保につながる、を引き続き実施する.
.地域住民のボランティアに関する理解と関心を高める
ために、ボランティア運営菱員会にてボランティアセン
ターの機能強化を回る。

ボランティア団体連絡会では、もちつき大会についてと
各団体の現状と課題について話し合いを持つことができ
た.
・企業、NP0との運携については、まだまだ弱い。

既存の福祉団体に対しては引き続き支援を行
う。また新たな福祉団体にも同様に支援が行
えるよう規程の整備を行う。

'
ノ

・区自治会・社協・行政等で連携を図り、民生委員
候補者の情報があれば、三者で訪問し委員活動の
説明と理解を求める。
・広報誌(広報はえばる・社協だより・字だより等)や
地域の会議等で委員活動への理解と啓発を図る。

゛

゛

J

今後は、各福祉・ボランティア団休の課題やポラン
ティアニーズの把握等、ボランティアセンターの機
能強化を図る為、ボランティア運営委員会で話し合
いを進める。(再掲)
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

a)相談支援の充実

具体的取り組み事項

。知談窓口の周知と利用啓

推進項目【P1会成計画】

ノ"ーー'
/

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、子育て支
援センター、各保育所(圍)、地域包括支援セン
ター、障がい者相談支援事業者、児童家庭相談員
など各種相談窓口について町の広報紙等で継続的
に発信し、周知徹底を図る。併せて、相談すること
の大切さや守秘義務についても周知を図る。

法に関する
問題も大き
の協力も仰
行っている。

今後とも、関係機関と連携して取り組む。

案件については、家庭
関わってくるので、関

ぎながら、訪問相談も

特に高齢者だけではなく、その家族等の支援が
必要なケースは、社協職員(在宅介護支援セン
ター、コミュニティソーシャルワーカー)と連携し、
役割を分担しながら、世帯全体の支援を適切に
行っている.

引き続き電話等による相談を受ける他、社協およ
ぴ関係機関、庁舎内の他部署窓口と連携を図り、
地域包括支援センターに繋がる体制を整えてい
<。

'゛:,ご

括支援センターの訪問
積極的に訪問して相談

:" 26.,;'ι' 27 " f÷" 28.・,

'、":
推進年度(5ケ年の計画),,

推進

'.:'.'.','..".'

相談しづらいと考える住民については、電話等によ
る相談を受ける他、適切な方法により相談に繋がる
仕組み作りに取り組む。

;1推佳一・「 4、モ;=゛」ゞ・1"(,・゛ト'・',,、こ、→'ー・ゞニ*,二■,'1.
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1

1

,.'.:

推進

29

"・'一於チ"式、,、,・゛・.・ど・、ーー'ゞ1,4"ー.

tr1琵ユ食li、.デそ舎+、1二、三主1÷,'・丁・{:ぞ号teit,'"之1■宗益ヲ、・4、_-tが 4.三写葬ヨ^,ト、,_ヨ理.、「,"'Ξ11メ'.'丑"".よ'ー..゛",'.ー.二L t-

1 ! 1

、

との信頼関係づくりがとても重要なので、
よ対応が必要になってくる。

!111
1 ; 1

■.■

.^

30

.^

の同い力受けられるよう、研修等により
ヨ火_"の炎の知識や技術の質の向上

を図る。相談窓口問の連携、関係機関と 連携を
り支撮を行う。

推進

;:f!

ー^ .^

;三;,生佳ず、,;.L"テニ,1:#ιキ三武三ξ・ラ'.ー、、・ 1・・、.ニ.・1-,'ニーエ→サ、1三、
.气に「..ー'子でコ・に,毛=Ξ一」二↓"』ミー,'ー'」'ごユ・ゞU§一、゛'ごτ、毛[.、'_一玉寸':.a"'ー

相談支援体制の充実

.^

広報紙等で相談することの大切さを周
知、啓発し相談窓口(相談員)を利用した

達咸目標

地域包括支援センターの周知度を上げるために、
広報紙の掲載、民生委員児童委員向け研修の開
催の他、まだ掲示していない大型スーパー等にポ
スター掲示を依頼する等して周知度をあげてい
<。

保健福祉課

.^

今後とも、関係機関との逵携で支援を行っていく。

推進 1

割合を50.0%1こする。

:ン1隹、整t§'、玉'・ゞごゞ、型,三、L之"仁、,πL C芋;"・・,二 IY,f罫'二三.・

'1

.^

.ー,

担当部署

ー""".'ー,.ーー、..、-0,・,、、'、=-1丁,ー・","

一推進ゾ.§,・)・" tι、>●一丁F二今主工夫1"ξ・^"誌tヤ.
"':tL三 111、"・ー:J.・.ニ゛、ーニ;'ユJ、.、 r 字"、、"、ー・'"1:ーゞ1"・才一、.1-・.

ンターの社会福祉士により、
いて閏係機関と連携・調整し
している。

、^

引き続き、社協や関係機関と連携を図り、質の高
い相談支援を行っていく必要がある。

談に訪れることが困難な人に対応するため、訪問
よる相談支援を行う.

H26

評価

.^

こども課

る研修に積極的
向上に努めてい
しにならないよ
と連携を図りなが

H27

評価

推進!→ 1

電話等による相談を受ける他、関係機関
と連携し相談に繋がるよう取り組む。

、^

一冨."'子霊.1、'冒ノー.鬼;.士、]_二『Jノ【、'_"▲ 1 ._.▲..

H28

評価

障がい者については、相談支援を効果的に
るために「南風原町障がい者自立支援協議
動の充実を図る。現在の相談支援体制の強イ
Cこ、 i火センター」の設置に

各事案毎に対応が異なるので、毎回慎重かつ'
切に対応している。解決までに時問を要する案件
も多い。

^^^^^^.^

ー.],..ー'、'".「」一叶■毛.

保健福祉課

H29

評価

ー,,,→、,ー.1 』'、"".ー

气ヂ、÷゛里')ニ゛」_',、'』,「゛

、、_むト'_+Ξ_り、,'ミ,气

'。ニ、のい=_"..

手話通訳を設置する。

ニフTマア秒ママ^ー・ー

上三,生';佳、'畢_ユ・,二1二.'・、1,」・、・、'1革、ー,'ト・
学f、」.、'气T,- J」..゛●,'.'.,.-1'、,

児童福祉法に関する相談については、窓口
休制も含め広報にて周知を図っている。ま
た、窓口にも案内パンフレットや「福祉のしお
り」を置き、周知している。守秘義務について
は徹底している

取り組み実横【D6i実行】

基幹相談支援センターを設置す
難事例等について迅速な対応と
携、調整が効果的にできた

こども課

協の相談員等と連携を図り適切な支援
行う。

推進

今後とも、訪問力
て、調査し

必要な場合はしっかりと出向い
集を図る。

民生委員児童委員向けに地域包括支援センターの
活動内容を紹介したり、高齢者やその家族が目にす
る機会の多い、町内の金融機関や病院等に、地域
包括支擾センターのポスターを掲示してもらった.
障がい者福祉の相談事業については、民生委員.
児童委員及ぴ福祉協力員との会議の場を設け相談
業務に対する周知啓発活動を行うとともに、町広報
誌で基幹相談支援センターの開設を周知した.

施す
」の活
ヒを図
取り組
口に

.^

保健福祉課

、積極的に訪問し相談支援を行い、高齢
の家族の生活の安定に繋げていく。

'センター、社澁、
誠制を強化す

・^

推進

一巳■一」一■1 「■一'."__、●_「._ヨ,..'L -.■,ー"昆V._「"

二t;生一寉;'ヲーT '、1'.:・、'昌→二・・'τ..'1:,f."、'1 'ー,宅.亭τ・,1,・';Ξ、、.・・

'.ーー鬼.=E ↓'子昆』」, J ."、^.一Ξ:ーーー' 1rt 冒q,ーニ「■昆.^^^^^^^^^^.■.

取り組みの検証【ch印k検証】

こども課

児童福祉法に関する相談は母親のDVにも
及ぶ案件があるので、電話相談はもちろん
のこと、個別相談も慎重に対応している。

相談体制は整えてあり、事案毎に関係機関との
連携も図れている。

士協の相談員等と逵携を図り適切な支援
行う。

第8次高齢者保健福祉計画のアンケート1こおいて
「地域包括支援センターの名称と内容のどちらも
知っている」と答えた方力や19%であった。関係機
関や民生委員等の地域包括支援センターの周知
は進んでいるが、町民の周知度はまだ低い状
況。
様々な手段により、随時また継続的に周知を行っ
たことで、相談窓口について利用者への理解浸
透が図られた。

保健福祉課

電話相談を受ける他、病院相談員から退院
を控えた高齢者の相談を受ける等、病院・ケ
アマネ・社協等関係機関からの繋ぎが増えて
いる。社協はじめその他関係機関からの情
報をもとに、積極的に相談支援に繋げた。

係機関との連携強化を図る基二,
援センターを設置し相談支援を効果的

こ実施する。

事案毎に対応が異なるので、研修には積梗
的に参加し、他事案をケースに多考にしなが
ら、法律等の内容も理解を深めている。また
要保護児童等対策地域協議会の関係機関と

携も図り支援を行っている。

こども課

今後の取り組みの方針【Adion1改善】

関係機関との連携も行いながら、案件毎に丁寧
に対応している。

今後とも、周知を図り、相談に対しては迅速かつ
丁寧な対応に努める。

県や
に参
る。

う、相
ら

保健福祉課

関係機関と連携し、相談者を繋いでもらったり、来
所できない方に対しては自宅訪問する等して支援
を展開している。また、適切に庁舎内の他部署窓
口で、認知症の可能性や生活支援が必要と思わ
れる気になる高齢者と対応した場合、地域包括支
援センターに繋がる仕組みができつつある。

士会福祉士会が主
し、相談援助技術の
こ、相談者がたらい0
談窓口問や関係
を行っている。



2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

a)相談支援の充実

具体的取り組み.事項
、げト IJ

①
福祉総合相談事業の推
進

ノ

住民の日常生活上の心配ごとに対し、相談・支援

を行うふれあい福祉相談室(一般相談、専門相談)
を継続実施し、住民の生活の安定に向け支援を図
る。

、1

推進項目IP.1iHi計画】
.・'.ノ七:ヅ..:.・

"ノ ナ!.■.

゛、.、

②

〒'■.

相談支援体制の充実
強化

"、

必要とする住民に周知されるよう随時広報に努め
るとともに、行政や関係機関と連携を図り、より解
決力の高い相談室を目指す。

1■

③
相談機関等の情報共有
と連携強化

ふれあい福祉相談室の充実を図るとともに、支え
あうまちづくり事業、在宅介護支援センター事業等
をとおして積極的に地域に出向き、福祉課題の把
握に努め、問題解決に向け公的サーピス、イン
フォーマルサーピスの支援体制を強化する。

,. 推進年度(5ケ年の計画)
26

④

推進

住民相互支援体制の充
実

27

住民の悩みに対して「ワンストップ」で受け止める休
制をつくるためには、関係機関との連携が不可欠
です。相談機関連絡会をとおして関係機関等の相
談・支援ネットワークの構築に努める。

一→

28

推進

・^

29 、

推進

推進

;.・30

ー^

推進

住民相互の支援体制の充実が図られるよう、社会
福祉協議会の「まちづくりサボートセンター」と町の
「南風原人材サポートセンター」の統合化について
町と必要な調整を行う。

・^

・^

推進

推進

ー^

達成目標

ふれあい福祉相談室の相談
支援の継続を実施する。

推進

推進

ー^

推進

・^

ー^

推進

推進

・^

推進

随時広報に努め、関係機関と
連携し解決力を強化する。

推進
2回ノ年

担当部署

ー^

推進

ー^

一→

推進

0

社協
(桃原)

H26

評価

・^

推進

0

H27

評価

積極的に地域に出向き福祉
課題の把握、解決に努める。

ー^

0

H28

評価

推進

.^

B

ー^

H28

評価

0

推進

・^

社協
(桃原)

B

積極的に地域に出向き福祉
課題の把握、解決に努める。

、、

推進

・^

A

キど契取り組み実績【D01実行】,
・一般相談(月~金):相談員2名配置
・専門相談法律相談(月3回)

司法書士相談絹1回)
・相談件数:1,520件
(一般相談:1.397件法律:103件司法書士:20
件)

A

推進

一→

B

・まちづくりサポートセンター
提供会員を100人にする。
・両センターの統合化につい
て町と調整する。

B

社協
(桃原)

,社協ホームページや広報、チラシ等の設置のほ
か、移動相談所へ出向くことで、相談室の広報や周
知を行う。
・行政の制度・サービスや社協が実施する事業、活
動等を共有し、より効果的な相談・支援を行うため
の研修会を役場民生部と開催し、連携強化に向け
た取組みを実施
・各種研修会や連絡会等へ相談員を派遣し、その
資質向上に努めている。

A A

B

社協
(桃原)

A A

<在宅介護支援センター>
・相談件数:1.551件
,訪問件数:1.098件(うち、実態把握件数135件)
・福祉サービス利用申請件数:27件

(うち、適用件数15件)A

・一般相談を窓口とし、専門相談、関係機閏等につ
なぎ、効果的な相談支援ができている。
・相談内容別にみると、生計問題が多くを占めてお
り、就労支援、住居確保を総合的に支援すること
で、家計の安定を図るなど、複雑化・多様化する住
民の福祉課題に対応できる体制づくりが必要

D

社協
(桃原)

、

取り組みの検証【ch託託検証】

B

■"、■■

B

子_.;左.ノ子■■:.■'」

・登校支擢会議(全4回 4月・5月・11月・2月実施)
・要保護児童対笈地域協議会代表会議(全2回 8月
1月実施)

・産業振興課・雇用サボートセンター設置説明会(8月)
・相談機関連絡会未実施

^.■...

C

B

・相談件数を前年度と比鞁して約200件増えている
ことから、町民の認知度も高まっている
・役場や福祉事務所などの閏係機関からつながる
ケースも多く、連携して取り組む体制は整ってきて
いる。

.社徳だよりやホームページによる広報にとどまっ
ている
・相談員のさらなる資質向上を図る必要性

B B

まちづくりサボートセンターの設置運営
会員数:284人依頼:150人提供:124人

両方:10人
あっせん:374回B

'.

<在宅介袋支擾センター>
・訪問を通して高鮓者の生活謀題を早期に発見し、公的サーピ
スやインフォーマルサービスの導入・調整を行うことで、介護予
肪効果や生活の質の向上に繋がっている.
・世帯訪問を重ね、対象者と信頼関係の構築を図るとともに、社
塊内や他の事索所等と連携し、必要かつ適切なサービス利用
へ繋いでいる.
・高齢者名簿による訪問は、基本惰報の乏しさから効率的な訪
問が難Lい.

今後φ取弊且みの方針【A武1面1改善】1. J

・弓倦続き相談員2名配置、専門相談の実施
・より専門性の高い相談については、これまで同様
専門職や関係機関との連携を密にすることで対応
できるように努める

・連絡会や会議に参加することで課題の共有と解
決に向けた機働体制づくり1こ努めている。
・個別ケースの対応については、ケース会議や地
域ケア会継をとおして課題共有や連携について検
討する機会に参加している

・ふれあい福祉相談事業の周知を図るための広報
活動の強化(広報紙等へ定期的な掲載による広
報)
・関係機関との連携強化に向けた定期な情報共有
の場づくり
・研修会への派透をはじめ、各種連絡会への参加
をとおして問題の解決力を高める。

'

・公的サービスで対応できない橿祉二ーズに応えること
ができる.依頼者の困りごとも解決に至り、支え合いの
しくみが成立しとても有効である.高齢者の生きがい、
一時的な収入を得たい方の働く場としても機能してい
る.
・依頼件数に対し、登録件数はあるがすぐに稼働できる
サボーターが少ない.

,

'

<在宅介護支援センター>
・未確認世帯を中心とした実態把握を行う.
・民生委員や福祉協力員、役場やCSW等と連携しながら
ニーズ把握や情報収集を行うとともに、要援護者の支擢
体制の構築に努める.

・相談機関連絡会の開催をとおした関係機関相互
の関係づくり
・各種連絡会、会議への積極的な参加をとおした関
係機関との連携強化に努める

・今後も広報活勳を工夫し、依頼会員・提供会員ともに
登録者数を増やし、生きがい・支えあいのしくみづくりを
構築できるよう努める.未活勳への方々への働きかけを
進める.
・類似する関係機関との情報交換・運携を進め、幅広い
活動への展開、センターの在り方について検討する。
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(2)情報提供の充実

具休的取り組み事項

ノ

J-

..

A

広報誌及びホームページ等を活用し、町民に伝
えたい情報をできるだけ早く、わかりゃすい情報
発信に努める。

".

推進項目【P1▲▲:計画】

ノ

.L"」

J

保健・福祉・医療に関する公的サーピスや制度とと
もに、社会福祉懐議会が提供するサービスや活勳
及ぴ住民参加の福祉活動、ボランティア活動等にっ
いて、町の広報紙やホームぺやジ、チラシ、パンフ
レツト、マスコミの活用等によりわかりゃすい情報提
供の充実に取り組む。

."'゛:..:..

...,,.、.
^^ー^..^;^^;.^、.:■.■^^1』"ー"

26

推進年度(5ケ年の計画)
..:'.ー'..,.'.'..'.'、'、'.,'."

28..・'i'." 29 '、 11,:・

推進

、.ー'

広報をあらゆる媒体で提供しているため、取得方
法は増えているが、周知が不十分な部分もあるた
め、周知が必要。紙媒体に関しては、配布が不十
分な地域があります.

.':',27 '・.:・1J ...

A

Iji隹'厘r三言・1'.ミ、「▲蛋卜1ξ子老',・よ'-i.ゞ 1言、τこ=゛"庁」 r.1 -;三斗セト.'.11.

①!情報提供の充実

アクセシピリティに配慮し、記事の作成を行っ
ています。広報については、社協音訳サーク
ル1こよる音訳を行っています。

.^

推進

-13-

・^
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.^ー^

1 1

A

冒一゛

.. 30

企画財政課

連携に加え、情報提供のさらなる拡充のため、視
覚的な見やすさ、言語表現の簡潔さ、わかりやす
さに努めていく必要があります。

視覚に障がいのある方の地域情報入手資源とし
て重要な事業となっている。

・^

A

自治会等と連携し、町及ぴ社会福祉協議会の広報
紙の世帯への配布率の向上を図る。

A

「声の広報」について、町広報誌、町社機だ
よりを発刊している。
また未登録の対象者については、窓口にて
周知案内を行った。

達成目標

推進

平成29年度は新たに南風原高校と連携して「納
税者教育」や「子ども支援」についての出前講座
を実施した。しかし、依然としてほとんどが小中学
校からの要請となっていることから、一般の出前
講座を増やすために周知の方法等について工夫
を図る必要がある。

1 }
.^ .^

!1tl

-1・、ごーー,"ミや.
;デ,・ケ1ゞミ1左.」言_ゞき曳でrl、.,・t、ニ、D -1ーヂ;,}!易,';.1',、1二、゛!と」牙コf、ニ

・^

A

地域の組織や団体等の要請に基づき、サービスや
制度について周知を図るための場や機会を確保す
る。

推進
1'.

.^ ー゛ 冒一゛

1

、_、ニ!,'〒、",1』ゼイ'.、.ー" 1/i1二'ゞ五νJ,.1一」 1'、,ぜ.、'、 J ミJq;匡.、ー'ーニ

S;,佳'寉,ガ:で三ξ貞t喜・, X 主L ^t ゛"『てι二 f、tF-'ン{1-,;、:.、.・、Ξ'叉
"J"!、'L 、.)1ゞーきー゜ご二'ず{乏.,琵.ー.1.Ξ,ー, d二、セ1゛ーー1'ど', Jξ1,'

担当部署

町の広報紙やホームページ、チラシ、バ
ンフレツト、マスコミの活用等によりわかり
やすい情報提供の充実に取り組む。

推進 1 → 1 → 1 → 1 →
、111

"吋゛*一§1・途

'"「.C、、→ 1""'.X,ー"'゛『一゛*仁一',,11、・,メ゛ヰ塁・ーエ"、'ー.Eゴ",,

H26

評価

ー^

こども課

スマートフォンアブリについて、周知を強化する必
要があります。また、区画整理区域等、広報(紙
媒体)の配布が行き届いていない地域もあるた
め、広報がより多くの世帯へ行き渡るよう努めま
す。

H27

評価

ホームページについては、今後も文宇の大きさや、
音声による情報提供など入手しやすいものとし、更
なる利便性の向上に取り組みます。また、「声の広
報発行事業」など今後も情報の受け手の特性に合
わせた情報のバリアフリーに取り組む。

1 1

H28

評価

B

.^

推進

H29

評価

A

メ、.'ー」'.」゛'1"T ,主' t .,ーーオ",' JL,'.、与.:,ヨ.〔'ム叶,ι.

;・推准1ゞド〒.ゞー,ゞ・芋、三・,'.・,将、.ゞ>,だ1,:Jこ

保健福祉課

,".ーーー J-,,..■「.、 J ■ 1..り.』_^ J一昆ν 1■,ユ__

二1;佳」生二弌巽・,・昆、三掌hJq、i.^'t二;,十二:'.'手、='.、1,ヲ:'二三、'エ.

、゛゛,、、,、'・,.、・、.ーー、・,、"・、、'、 E J 畉.、、'・'・,,、ゞ、,..

.^

A

「声の広報」においては、活動人数が少ないので
活動者に対しての周知を図る必要がある。

A

推進

取り組み実緒φ0ι実行1、

.^

こども課においては児童福祉法に関する所
管業務について町広報や町HPを活用して情
報提供に勢めている。また町社協でも広報誌
とHPで情報提供を行っている。

広報やホームページ等を充実させることにより
周知を図り、学校及ぴ地域からの要請に基づき、
出前講座を実施する。

A

ホームページ記事を作成する職員がアクセシピリ
ティについて理解し、記事作成に取り組むことが
できるようにする。広報作成にあたっては、音訳を
意識した文章作成、キャプションの配置等、考慮
する。

ゞ,推進ゞ,,゛一→、゛'ゞ.◆.'"、、●=、.→".、;..・'・,L、t・.

治会与と連携し、町の広報紙配布率を
8.8%1こする。

.^

A

.

・^

今後も社協と連携し事業を継続する。

総務課

・介護予防・日常生活支援総合亭業の開始に伴い、沖
縄県介護保険広域逵合や町が作成したチラシを各家庭
に配布し、事業案内を行った.
・ボランティア活動を支援するr介饅予肪りーダー芸成
講座』や各種介護予防教室の案内を助広報で行った.
・高齢者福祉亭業について、ホームページに掲載してい
る.
・福祉のしおりや広報紙、バンフレット、ホームページを
活用し、情報提供の充実を回るとともに、住民の福祉活
動やボランティア活動についての情報を提供した.
・認知症に関する社会資源をまとめた認知症ケアパス
を作成した.
・社会資源マップを作成し、窓口配付、ホームページヘ
掲載した.

A

・^

推進

・^

利用者拡大に向けて、学校行事やイベント等にて
周知を図っていく。

A

A

.^

詰に墓づき、サービスや制度につぃて
知を図るための場や機会を確保する。

.^

企画財政課

A

・^

.^

推進

取り組み.の検証【ch託k:検証1

A

広報に関しては時宜を逸さないよう対応してい
る。また、申請業務などにおいては、町民が半円
やすいように毎年内容も確認し必要な修正も行っ
ている。

B

ー゛

.^

A

広報誌、ホームページ等を通して、情報提供
に努めています。また、広報をあらゆる媒体
で提供することにより情報提供の充実に努め
ています。

総務課

B

・^

1金量寸'戸3、エ÷三〒、:三二1'ニ・;7」.LI':ιミ.子÷メ=ξ三、聖;宇!;N「こ三.

^

.^

B

職員に向けたホームページ・アクセシビリティに関
する研修等を行い、職員全体に意識付けを行う。
また広報については、音訳等を意識し、文字の大
きさ、ルピ・キャプションを付けるなどを徹底する。

.、

炉后尋申告時の控除に係る証明書の申請手続き
など、時期に応じた情報提供が適するものについ
て町広報誌での発信を検討する必要がある。
・ホームページでの事業や制度の案内を充実させ
る必要がある。
・社会資源マップの作成によりインフォーマルサー
ピスの情報提供を充実させることができた.

・^

B

.^

企画財政課

B

広報誌及ぴホームページ等を活用して、
「行政改革推進委員会」・「男女共同参画推
進会議」などの様子や予算・決算関係、統計
に閏する情報等を発信した。

.、

なる利便性の向上に取り組む。

B

.^

.^

B

.^

今後の取り組みの方針【AC甘oh':改善】

B

広報誌を自治会等を通して配布している他、
町内のスーパーや病院などへの設置、HP上
への掲示を行っているほか、スマートフォンア
プリでの提供も行っており、あらゆる方法で
取得できるようにしました。

B

1

こども課

B

・^

今後も継続して取り組む。

各課や社会福祉梼議会等各種団体と逵携が必
要です。

A

B

A

保健福祉課

学校及ぴ各種団体からの要請に基づき、
33件の出前講座を実施L、町が行っている事
業の内容や専門的な情報を分かりやすく説
明した。

A

ホームページにおける情報発信等では、会議の
報告等で一部公開に時問を要したことから、最新
の情報を提供できるように努める必要がある。

・今後も、事業内容や対象者に合った、わかりや
すい方法で情報提供を行っていく。

A

A

社協との連携で「声の広報」をカセットまたは
CDで提供。利用者は17名。音訳サークル
の活勳者数は延べ152名。毎年音訳講座も
開催し、メンバー育成も行っている。音訳対
叡は町広報と社協だより。

A

総務課
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(2)情報提供の充実

① 情報提供の充実

福祉への理解と関心をより深めてもらうため、広粗
紙「ちむぐくる」の発行やホームページ等を含めた
多様な媒体を活用した、情報提供の充実に取り組
む。

推進

推進

ー+

推進

・^

推進

ー^

推進

ー^ ・広報紙「ちむぐくる」の世帯配
布率を7フ.0%1こする。
・声の広報等を発行し利用者
を25人にする。

社協
(赤嶺)

B B B

,ホームページの更新:57回(月平均4.75回)
・社協だより編集委員会の開催:12回
・社協だより「ちむぐくる」の発行:12回
・地域福祉情報、事業、活用できるサービス等を発
信。公共の場への設慥でより多くの方に福祉情報
を提供。

B

・毎月発行することで直近の福祉情報や活用して
欲しいサービス・事業の周知が効果的に発信でき
ている。
・広報誌を見て移動相談所に足を運んだり、講演会
や講座に参加された方もいる。

・今までの記事の内容に加え、どのような課題をど
のように掲載するか検討する。事前に課題の集約・
発信方法を社協、関係団体等と調整する。内容の
創意工夫を行う。住民に福祉課題の提起を行い、
一緒に考えることができるような内容も取り入れる
必要がある(住民参加型)。

゛

'

'
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(2)情報提供の充実

具休的取り組み事項

②湘談窓口問の連携

推進項目【plani計画】

地域の保健・福祉・医療等に関わる情報の入手に
ついて、地域のどの相談窓口に問い合わせても必
要な情報が得られるよう、相談窓口問のネットワー

,."_]「、、

クを密にし、個人情報の保護に配慮した上で、相互
に連携・協力した情報提供に取り組む。

③!相談員の資質向上

26

推進年度(5ケ年の計画)

各種相談員や相談窓口担当者について、研修や相
談機閏連絡会等への参加を通して、資質向上を図
る。

推進

'、、や、、.,、・'f"'「■一、、*・.,・、'.・{.ーー"イ'一賢.ゞ....、三

離遺・"戸・◆武、ー、,、ー.包゛ト、鳥"
'1二:「ーーー,,."一『'ケー':ーー'.".r、む E..・ー'、・,」'上゛,'ー'ま、」ニ・.ニ='ー

引き続き、相談窓口問の連携や庁舎内の他部署
からの繋ぎができる体制づくりを進めていく。ま
た、世帯全体で抱える複合的な課題に対し、アブ
ローチができるように、支援者の資質向上に努
め、支援者問のネットワークの強化及ぴ役割分担
を行いながら、課題解決を図っていく。

27 28

推進

.^

1

29

、1稚進'11ゞ,三→X'"・予だ'・ー、ご二 1",1→.'ミ、1ヲ、コ、コ,5'
ー.L'J-1_f L.1.,、ー、一宅一ー=.1L.、,,='ー・チ..,1、1.,ニーt.,..、ゞゼ、....

.^

1

..

.^

^^^^

セニ゛ι"L':.J}1.1イ{

30

今後も、県や関連機関の行う研修に積極的に参
加させるとともに、内部研修も行い課題解決に向
けて取り組む。

特に共有が必要と感じる内容の研修については、
伝達する機会(時問)を設ける必要がある。

ー^

推進

ー^

_達成目標

・^

・^

相談窓口問のネットワークを密にし、個人
情報の保護に配慮した上で、相互に連
携・協力した情報提供に取り組む。
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一→

推進

.^

41才奮佳,'=゛_1;弁r.:エ'.ニゞ二●,.ニ,'三,」ニ,S'1,、、"、'左む智

ー^

.^

担当部署

.^

.^ ・^

H26

評価

こども課

、司

.^

H27

評価

修や相談機関逵絡会等への参加を通
て、資質向上を図る。

H28

評価

B

保健福祉課

H29

評価

A A

B

A

取り組み実緒【DO:実行】

各種福祉サービスや支援事業に必要な情報
こついては、個人情報の保護をしっかりと守
りつつ、適切に共有し事業の推進を図ってい
る。

こども課

B A

B

庁舎内他部署窓口において、手続きに来て
いて、気になる高齢者がいる場合は、地域包
括支援センターに連絡・繋いでもらう事例が
増えている。また、高齢者のみならず、そのこ
どもを含めて世帯全体で支援を要する相談を
受けた場合は、適切に必要となる関係機関
に連絡し、連携しながら支緩を展開している。

保健福祉課

A

A A

A

A
児童虐待等に関する研修については、県さら
に関連機関が行う研修に担当相談員を参加
させ、資質向上を図っている。

取り組みの検証【C能獣:検証】

A

庁内の関係機関においては、情報の内部利用が
しつかり行われており、迅速かつ適切な支援へと
繋げられている。

B

地域包括支援センターに所属する専門職
が、各々の専門性を高める研修に積極的に
参加し資質向上に努めた。その他、社会福
祉士として資質向上を図るため、認定社会福
祉士取得に向けた研修に1年を通じて参加し
^0

A

引き続き、相談窓口ではない部署においても、事
務手続きの対応をしている際に、支援が必要そう
だと感じた場合は、庁舎内で逵携をとり、適切な
相談窓口に連絡・繋げてもらう必要がある。世帯
全体で複合的な課題を抱えている困難事例が増
えており、今後ますます増加していくことが予想さ
れる。

平成29年度においては、県や関係機関の主催す
る研修へほぼ全て参加させた。また町社擦と連携
して独自の講演会なども行ない資質向上を図っ
た。

今後め取り組みの方針【A6"6h.改善】

今後もこの体制を維持していく。

代表で研修に参加した職員が、研修資料を回覧
し、参加できなかった職員が内容を把握できるよ
うにしているが、伝達・共有する場がない。
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(3)福祉サービスの向上

具体的取り組み事項

具体的に地域包括ケアシステムを強化していくた
めに、自立支援に資するケアマネジメントの強化
に繋がる地域ケア会議を継続していく必要があ
る。
「障がい者自立支援協議会」の機能を充実させる
ための体制を検討する必要がある。

..

f推進項目IP巨ηlj・計画j

① 1サービス基盤の整備推進

高齢者、障がい者、子育て支援等にかかわる公的
サービスについて、本町の実情を勘案して各種法制
度に蓁づく必要なサービスの量的整備を進めます。
また、必要に応じて町独自のサービスの創出に取り
組む。

、

i

',ン:..26!TY"JTヴC 27、

ミ1§芽.推進年度(6ケ年の計画)
.電........,,1.ノ.

} 1 { 1
推進 1 → 1 → 1 → 1 →

重t,ヰ、1妥^蓑^宅,七型iきitモ上,一三、'E立ミ「、勢τLI、、'、L.サ"乙一蓋三冥、'

之推、隹11互ず之;¥ど新、示之呉陰.女契斗ど4,孝武だチヅ釜

推進!→ 1 → 1 → 1 →

ボランティア団体やNP0等民問が提供するサービ
スについて、地域の実情を踏まえた上で必要な支
援を行う。

28 29

ー'＼

.,手1食i生1、.71綜1!げ毛÷事」、、'ゞ子卜』?*弓・虐牙'f-'モ'J幸工 5じ才",、g二"

ーメ玉あ二白ミ§÷i事ヂ、雲暫こf尭玉シ'、;舌:.込、ご二:淨ジ.t卦ア予r三.'ど票

i

1

1閏係機関等が連携した包括
② 1 ハ的な支援の推進一

30

要支援者の実態に即した、適切なサービスの提供、
地域で暮らす為の各分野の専門機関、サービス事
業者、地域のインフォーマルサーピスとの連携より、
包括的なサーピス提供が可能な体制を構築しま
す。また、必要に応じて教育、就労、住宅、交通、生
活環境など他の生活関連分野との連携を図る。

推進
! i .

.^.^

". 1

嚢芽リξ:念7二手1'匙Lゴ=こ牝二宝琴:'.露七冨i弐、巽゛妥、讐=÷ t寺'字強キ芽"
桑推進'.謡,Jム'、→乞転1..ーー七一ーゞ界之云烹'一毛'、「オ1J',

達成目標

町の実情を勘案して各種法制度に基づく
必要なサーピスの量的整備を進め、必要
に応じて町独自のサービスの創出にも取
り組む。

推進

气一・"゛電ミ

盲三ミ1三典三奄
靈運
a'む宅゛'.
誘爵葬

・^

.^

, 1

引き続き、包括的な支援を展開していくために今
後も適切なサービスや制度、インフォーマルサー
ビスを組み合わせながら関係機関と連携してい
<。

"*"-1"・・*"
'奪「圭丑'上司芸二摂甚1ゴ讐蚕論宍ゞ江烹一才ミg舎二上理ご十疇フミ

き瓢参11葬β',辻IFi爵モ宅1芸J ',ミ尋二之憲;ξ膨1'Jで1Ξ1ン",,

・^

1

担当部署

J
'

推進 1 → 1 → 1 → 1 →
ー.ーーーー「一^ーーーーL,で寺声0^..^里^一里一^ーーー.ー

男推進艦も゛考1襲毒1、釜;琴一金t◆,系、三ご呉卜三宕
毛一1途1当や十ミ弓ξ卦ゞむ干工弓五、,,宅塞レ!二会g婁まど_ニ「1卜 yξ'寺龜}-1違'

.^

そうした体制作り1こ向けて、高齢者については「地
域包括ケアシステム」の推進また、障がい者につい.
ては「南風原町障がい者自立支援協議会」、子育て'
支援については、「南風原町次世代育成支援対策
地域協議会」の機能強化を図る。

・^

H26

評価

今後も、現在の体制を維持し支援を推進する。

气電...

こども課

B

今後とも必要な支援が届けられるようにする。

地域包括ケア推進協議会や地域ケア会議を通じ
て、高齢者の課題把握や政策形成について検討
と自立支援に資するケアマネジメンNこ繋がるよう
な内容の地域ケア会議を継続していく。
社協や計画相談事業所、サーピス事業所等で発
生している課題の解決に向けて、自立支援協議
会で検討していく仕組みを作っていく。

H27

評価

」

・^

地域の実情を踏まえた上で必要な支援を
行う。

地域包括ケア推進協議会や地域ケア会議を
通じて、高齢者の課題把握や政策形成につ
いて検討している。また自立支援に資するケ
アマネジメントの強化に繋がる地域ケア会議
を実施した。
「障害者自立支援機議会」については、町障
がい者福祉の現状に合わせた体制づくりを
検討した。

推進

A

;1.H28
評価

インフォーマルサービスや関係機関とネットワーク
を築き、連携して支援を行っていくことが求められ
る。また、必要に応じて、生活関連分野の関係機
関と積極的に連携を取っていく必要がある。

B

・"・t話ミ茎亘三毛、、三','璽ヨ子,上1ゞ^;、×1:だ1,1桑王で、二牙三ゴ.、圭、、鄭尋lt叉
゛推み轟扇§金'1ゞ卦露1、歪寿二ゞ1詣碁轟

保健梅祉課

H29

評価

.^

B

社協に委託している生活支援コーディネーターと
保健福祉課が連携し、インフォーマルサービスを
展開している機関が必要としている支援を行って
いく。
・介護予防リーダー養成講座を開催し、高齢者サ
ロンボランティア等へ介護予防基礎知識等の支
援をする。

子育て支援については、地域の実情を踏まえた
上で必要な事業を行い、「南風原町子ども・子育
て会議」でも報告している。

B

.・1''^

、ー;.ノ
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推進

.^

今後とも、連携を密にし包括的な支援で取り組
む。

^■

龍"1**゛ーーー難藩*

A

保育を必要とする児童が全て保育園に入所
できるよう、5力年計画で事業を進めている。
また、H29年度も継続して病児・病後児保育
を実施し、町外認可外保育園へ通う世帯に
対する補助事業、町内学童に通う非課税世
帯への補助事業も継続して行った。

取り組み実枝【D、i.実行】 'ユ
"'、',■'゛.. rj j "ノ.

B

こども課

.^

!..ξて

t

.^

1縛

A

ー、

関係機関と連携し包括的なサービス提供
が可能な体制を構築。必要に応じて教

N.

・^

A

推進

_ノ

育、就労、住宅、交通、生活環境など他
の生活関連分野との連携を図る。

・^

}→

B

;推進瑩堕'点1芽艇争二瓢三ゞ膳畢謡、難1蒋二、蓮弐

A

地域ケア会議を通して、地域課題の把握と必
要なサーピス(認知症・食の確保)しこついて、
検討を行った。

・^

保健福祉課

、

B

・^

B

ノ."

・^

.、

..

D

A

取り組みの検証.【C艶Ck検証】ン

民問が提供するサービスについては、町や
社協で持っている情報をしっかりと町民にも
届け、支援へと繋げている。

.^

待機児童の解消仁向けて計画を前倒しして保育
園の整備を行っているが人口増に追いついてい
ない状況がある。

こども課

"、...

..

B

.^

域の実情を踏まえた上で必要な支援を
つ。

B

.曼"

生活支擾体制整備事業協議休の開催を通じて、
民問企業や社会福祉法人がインフォーマルな
サービスを提供しているが、何らかの理由で依
頼を受けても対応できない場合、別の紹介先や
仲介役を必要としていることが分かった.
・介護予防リーダー養成講座を開催し、高齢者
サロンボランティアへ参加を呼ぴかけ、介護予防
基礎知識習褐や運勳プログラムの支援を行っ
た。

B

B

地域ケア会議を通して、高齢者の公的な福祉
サービスついて、検討をすることができた。今後も
検討を継続しつっ、サービスの創出に繋げていく
必要がある。

保儷福祉課

,

セ

B B

J

B

児童福祉法に関する要支援者に関しては、
要保護児童対策に関する亭案や障がい児保
育等に関する事案について、それぞれ施策
の中で対応システムが構築されており、それ
に沿って関係課等との逵携のもと取り組んで
いる。

A

'今後の取り組みの方針.【A6U◎h1改善11.:ι

こども課

ボランティア団体やNP0等民問が提供するサー
ビスと町が行う支援は連携できている。

B

今後も町のr子ども子育て支援計画」に沿って事
業を推進する。

'

ゞ'.

B

B

地域ケア会議を通して、地域課題の把握と必
要なサービス(認知症・食の確保)1=ついて、
検討を行った。また、生活支援体制整備事業
協議体の開催を通じて、民問企業や社会福
祉法人とインフォーマルなサービスについて
も協議を行っだ。

民問や社会福祉法人等が対応できない場合、生
活支援コーディネーターが仲介役を担っていく必
要がある。そのためにも地域のインフォーマル
サーピスの情報収集に努めるとともに関係機関と
ネットワークの構築が求められる。
・引き続き介護予防リーダー養成講座で、高齢者
サロンボランティア等へ介護予防墓礎知識等の
支援を行う必要がある。

A

保健福祉課

゛

B

ヤ.

高齢者の公的な福祉サーピスついて、本町の実
情を勘案し、各種法制度に基づく必要なサービス
の量的整備を進める。また、必要に応じて町独自
のサービスの創出に取り組む。

B A

児童福祉法に閏する事については、「南風原
町次世代育成支援対策地域協議会」に代わ
り、平成27年度から「南風原町子ども・子育
て会議」で引き続き議論を行っている。

B

要支援者への支援に関しては各課連携はもちろ
んのこと、町社協との情報共有、さらに関係機関と
の逵携も図り包括的仁取り組んでいる。
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(3)福祉サービスの向上

具体的取り組み事項
,.

推進項目【pialiこ計画】
'J .,

福祉サー ス利用者の人格が尊重され、利用者本
位の質の いサービスが提供されるよう、サーピス
従事者の 門的な知識や技術を高めていくととも
に、人権に対する感性を磨くための勉強会や研修
等への参加促進を働きかける。

サービスの質の向上

推進年度(5ケ年の計画)

叉共 27 、J.十,,'.28 ・..、.1・J' 29il,,1.:30 '、.、 26

の委託事業は、町社協で苦情解決事
しており、担当者及ぴ外部の第三者委
、応し解決していく体制が整備されてい

休制の整備について、介護保険サーピ
の指定権者である沖縄県およぴ沖縄県
広域連合が助言等を行っている。

今後も継続して、サービス従事者の専門的な知識
や技術を高め、人権に対する感性を磨くために、
南風原町介護支援専門員逵絡協議会や、勉強会
や研修等への参加促進を働きかける。

者から苦情解決第
は無し。

推進

!{tl1
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高齢者外出支援サーピス事業は町社協へ委
託し継続実施している。障害者移動支援
業は日常生活支援としてサーピス事業所に
委託して実施している.

'^}^ 1 ^

各認可保育園においては、サービスに対する不
・や問などに対して'切に対応しており、必要
があ 、、の日つてい。,山口での

苦情に対しても、時間をかけて丁寧な対応を心が
けている。
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成の企画
いる。介護
中縄県介

1 !

.■◆'-1入ゞー・*・'、巡、●N.・

ー.

サービス事業者が自らのサービスの質の確保と向
上に向けた、自己評価の取り組みが実施される
う、必要な指導を行います。また、必要に応じて
三者評価の有効性を啓発する。

今後とも、適切な対応を継続して実施する。

達成目標

移動支援の推進

サービス従事者の専門的な知識や技術
を高め、人権に対する感性を磨くための
勉強会や研修等への参加促進を働きか
ける。

・^

推進

i l

ι、_、LJ:靈1'ー
、^^1^^^

iイ羅途ξ

高齢者外出支援サービス事業、障がい者の移動支
援事業(日常生活支援、社会参加支援のためのへ
ルパー派遣)を引続き推進するとともに、社会福祉
協議会による巡回福祉バスの運営を支援する

1^一→
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担当部署

今後も苦情解決第三者委員会を継続して設置し
対応を図る。

推進
1 1

ー' r

1^一→
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進

H26

評価

町社協
実施及
意見聴

こども課

委託の福祉サービス事業は、事業評価の
ぴ企画広報委員会(理事・外部委員)から
取が行われている。また、地域密着型
事業所は自己評価及ぴ外部評価が法律
けられ実施されている。

H27

評価

サービ
で義務

・サービス利 者の苦情解決休制の整
備・確認と指 を行う。
・利用者の不満等を解決する制度や仕組

について地域への周知を図る。

推進 1 → 1 →}→

・高齢者福祉サービス事業について
情があった場合は、事業者へ確認・
解決する。
・介護保険サーピスの苦情解決休制整備につぃ
て、沖縄県介護保険広域逵合および沖叉と'
携し、助言等に取り組む。

H28

評価

1 1 1

,推

i l

-17ー

゛.=、◆・,,"'ー,、ー

保健福祉課

H29

評価
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取り組み実績【DO:実行】

児童福祉法に関するサーピス提供に関して
は、町立・法人保育園とも県や関係機関が行
う研修に毎回派這し専門的な知識や技術を
高めている。

用者のー
古し虚

.^

;{

こども課

■■^

1 .

は、苦情解決第三者委
の不満や疑問が寄せら
えている。

今後も継続して、委託事業者や沖縄県、沖縄県
介護保険広域連合と逵携して、サービスの質の
確保と向上に向けた取り組み指導を行う。

■^

ーピスの質
みの指導と

^■゛

南風原町介護支援専門員連絡協議会を年4
回開催し、専門的な知識や技術の向上を
図った。また、人権擁護委員の研修や南部
地区在宅医療支援ネットワーク協議会の症
例検討会への案内を、委託契約居宅事業所
及ぴ関連サービス事業所へ行い参加促進を
働きかけた。

・^

サービスが円滑に進むよう対応策を検討する。

保健福祉課

と向上に向けた取り
評価の啓発。

.^

出支援サービス事業、移動支援事業を
1続き推進。社嬢の巡回福祉バスの運
を支援する。

取り組みの検証【ch▲泳:'検証】

こども課

宮平保育所において
員会議設置し利用
れた場合の休制を整

研修等に参加させることで専門的な知識や技術
を高められている。

子

・町社協への委託事業は、町社桃で苦情解
決事業を実施し、担当者及ぴ外部の第三者
委員2名で対応し解決している。
・介護保険に関するサービス利用者等からの
相談・苦情を受け付けており、相談・苦情の
状況報告を沖縄県介護保険広域連合へ
月行つている。

保健福祉課

専門的な知識や技術を高め人権に対する感性を
磨くために、南風原町介護支援専門員逵絡協議
会の開催や、研修会等への参加促進を働きかけ
ることが必要でる。

保健福祉課

保片
れて
てい

の話

今後の取り組みの方卦【Aot16が:改善】

園においては苦情処理委員会が'
おり、苦仟内容と対応策について、応し

青に対しては、相手.口に'ι

く聞き、適切な対応を行っている。

今後も継続して研修会等への派遣を行う。

祉サービス事業は、事業評町社協委託の?田
価の実施及び理 ・外部委員で構
広報委員会から意見聴取を行って
保険サービス事業者に関しては、j
護保険広域連合及ぴ沖縄県が指導。虐.
連では、沖縄県と広域連合と連携しながら
サーピスの質と向上に向けた取り組みの指

を行っている。

・町社協
業を実施
員2名で

・苦仟解;
事業所
護保



(3)福祉サービスの向上

具体的取り組み事項
、....

①
在宅生活を支える福
祉サービスの充実

②

,、

福祉サービスの質の向
上

引き続き在宅福祉サービス事業を実施し、社協各
部門及ぴ行政、関係機関と連携し予防から生活支
援まで、切れ目ないサービスの提供体制の構築を
目指す。

推進項目{P1ぎn'i計画】
ノ

社協が提供する福祉サービスについて、利用者の
満足度を把握するためのアンケートを実施し、利
用者の視点に立った効果的・効率的事業運営に努
める。

③ 移動支援の推進

社協が提供する福祉サービスに関する苦情につい
て、適切な対応を行うため体制を整えるとともに、
苦情申し立てがしやすくなるよう、事業の趣旨や仕
組みを広報誌等で周知するなど、環境づくりに努
める。

凡ノ

④
介護保険事業及び障害
福祉サービスの検討

行政と連携を密にし、車いす利用者の通院移動の
支援を行う。また一般高齢介護予防通所事業(ミニ
デイサービス)及ぴ高齢者サロン参加促進のため、
参加に送迎が必要な方の支援を行う。

推進年度(5ケ
26

推進

27

90%

・^

28

の計画)

社協が提供する介護保険事業及び障害福祉サー
ビス事業については、現在町内に多くの事業者が
参入している現状を踏まえ、事業の継続または廃
止等について検討を行う。

・^

90%

推進

29

ー^

90%

未実施

30'

ー^

ー^

90%

実施

ー゛

推進

栄養改善事業利用60人。ふ
れあいコールサービス事業利用25
人。軽度生活支援事業利用
15人を目標とする。

未実施

達成目標

.^

100%

・^

未実施

ー^

100%

叉」.丁.ノ

・^

推進

利用者の満足度を把握するた
めのアンケートを実施し、利用
者の視点に立った効果的・効
率的事業運営に努める。

100%

・^

ー^

90%

::.三担当部署

100%

、^

ー^

福祉サービスに関する苦情に
ついての体制を整える。苦情
申し立てがしやすくなるよう、
事業の趣旨や仕組みを広報
誌等で周知する。

90%

推進

ー゛

90%

社協
(桃原)

推進

H26

評価

・^

・^

90%

H27

評価

推進

行政と連携し、高齢者外出支
援サービス事業を引き続き実
施。通院移動支援を20人サロ
ン送迎支援を40人の目標とす
る。

・^

H28

評価

推進

社協
(桃原)

A

・^

H29

評価

A

推進

ー^

B

事業の継続または廃止等に
ついて検討を行う。

社協
(稲福)

B

ノ

,栄養改善事業:42人(フ,325食)
・ふれあいコール:16人(1,402回)
・軽度生活:13人(819.5時問)

取り組み実績【D6:実行】

A B

A

社協
(桃原)

B
,利用者への満足度調査は未実施
・サービス提供責任者による利用者への聞き
取り(随時)

A A

・苦情受付担当者の配置
・苦惰解決責任者の配置
・第三者委員の配置(2人)
・意見箱の設置
・ポスター掲示による広報啓発
・苦情受付状況:0件

A

A

社協
(桃原)

A A

在宅福祉サービスの提供については必要とする方にき
ちんと提供されていることが重要であり、現状は目標値
に届かないものの、支援休制は整備されている。
また、利用にかかる謂査や申請支援など在宅介護支援
センターや包括支援センターとの通携により効果的に取
り粗めている。

取り組みの検証【ch.06k:検証】

A

A
医療機関等送迎支援:16人(延べ117人・210回)
地域ミニデイ・サロン:42人(延べ975人・159回)

A A

介護保険事業の利用者満足度調査は隔年で実施して
いるが、29年度は未実施。サーピス提供責任者は随時
利用者宅を訪問し、ヘルパーの様子などを聞き取りして
いる.
利用者からの要望等があれぱミーティング等できちんと
共有し、しっかり対応できるよう全休で議論し、サービス
の, 0上につナ'1てい

'.■、
.、

介護保険事業(予防訪問介護含む)
利用者:41人(介護22 予防19)
提供時間数:4864時問

障害福祉サービス(居宅・同行)
利用者12人(居宅9 同行3)
提供時問数:1.920.5時問

A

・意見箱を設置することにより、意見や要望等
を述べやすい環境が整っている。

穹後の取り組みφ芳銑:【A6、1血:改善j

引き続き在宅介護支擾センターや包括支援センターと
漣携を密にし、調査から申請、サービスの提供までを迅

.公共交通楾関を利用しづらい方の移動手段としては効
果的であり、一定の成果を得ている
.ミニデイサービスの送迎として活用することで、生きが
いと健康づくりにつながっており、高齢者の介護予防と
しての成果も大きい
・利用要件が限定的であるため利用しづらく、要項の見
直しの必要性を感じる

適に進めるように取り組む
また、サーピスを本当に必要としている方に確実に提供
されるよう、すでに利用している方に対する成果などの
検証も行う。

ー.

介護保険サービス、障害サービスにおける利
用者の満足度調査は引き続き定期的に実施
する
町から受託している福祉サービスについても
今後実施できるよう検討する

・事業自体は収益があがっており、安定的に運営してい
る.
.新規利用者の増にともない、ヘルパーが不足してい
る.人員増するため募集するも応募がない状態
・事業の収益を他の事業、活動の予算に充当しているた
め、事業維続の意義は大きい

・第三者委員と情報交換する機会をっくり、事
業の趣旨及び相互の役割について理解を深
める。

'

゛

'

.ミニ送迎は増加傾向にあり現状の体制では対応が難し
くなると見込んでおり、地域のボランティアの機力を得な
がら現状雑持できるよう検討する
.介護タクシーの普及により車イス利用者の外出を支援
する仕組みとしては、その役割を果たし終えているよう
に感じる.今後は、昔段の生活の中で必要な交通手段
の確保という視点で事業の在り方を検酎する必要があ
る.

"ノ

引き続き、安定的な経営ができるよう、人員配置やホー
ムヘルパーの資質向上を図りながら、事業の収益を地
域福祉事業・活動へ有効活用できるよう、環境整備を図
る.
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③

2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(4)生活困窮世帯等への支援

具体的取り組み事項

①}生活保護制度の適正実施

推進項目【P玲n:計画】

生活保護受給者の自立に向け、県のケースワー
カーとの連携のもとで必要な相談支援を行う。

低所得者への支援の推進

26

推進年度(5ケ年の計画)

推進

閤推'佑、ー、噐"呉.'・.、←"■・,.・ー'、ーー゛・'ー,,
,・'..」ξ.,..」".,L .=ーど゛,"',き乞;0'、, E ・・ニコニ_L',' 1";,ーげー、'
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1

27

、

'! 1

28.1、1 ':・29 ・.:!.'.30.

低所得世帯に対し保健・;副止・医療等のサーピス利
用及ぴ保育・教育機会の確保が図られるよう、各種
制度に基づく利用者負担の軽減や減免にっいて周
知を図り安心して適正に利用できるよう支援する。
また、生活安定のための福祉資金の貸付にっいて

0

各種制度の情報を広く持っておく必要がある。

推進

こ_'推佳、.1'"ー・→,・、・、,.ー!,ーで、、.'ーこ゛,,、:゛'・'、゛.r

_」.'^」'ー.ユー.'『「 1-1.讐"-t゛ーーιーエーー:.=.ー:-1 、μ....、 jr.

今後とも、必要な案件について県のケースワー
カーとの連携のもと、地道に取り組みを進める。

県の推進交付金を活用し、援助費目として「校納
金」を追加したこともあり、従来よりも充実した援
助制度とすることができナこ。

も周知を図る.

国保税制度の周知と納付への理解を図ると共
に、生活困窮世帯の軸税相談に応じ、関係機関と
連携し他制度も案内していく。

.^

1

.^

貧困の連鎖を防止するため、こども課に子ど
も元気支援員を二人配置し、子どもの居場所
として町内に2ケ所、子ども元気ROOMを設
置し、各種支援を行っている。

.^

i l ;
1 1 ミ

推進

1 1

こども課

・^ .^:.^

」

!1」1

・■・.、"、1 "、,.'、'*、..'"・.、'..1 -・'・、,・,、、・""長,
モ、11主コ^_、.'1吾「':_」乏・「●、 t'゛」上'1L、→!才、1三"止・,・.:.^π一;÷,.1"^ L、!

周知を図ったことにより、平成29年度の就学援助
の認定児童・生徒数が前年度と比較い55名増
え、就学援助の認定率も約3%上昇した。

県と連携した生活保護制度の適正な運
用を推進する。

達成目標

今後も、支援事業を継続して実施する。

.^

推進

!}11

.^ .^ 1

! 1 1

」

ゞ'エヌフ;,、当サ,,,'・、ー'・ーー・'・・ー.'
1稚逢'おゞ・燕町中斗ヨ'1仁苓ヌニιX斗'ジ

生活困窮者自立支援
就学援助対象者に対し、県や子ども課、県の
教育委員会等と連携を取り学習支援を行っ
^0

軽減制度の周知及ぴ税の内容説明により税納付
への理解が得られた。
・「福祉のしおり」等を活用した関係機関との連携
により、生活困窮世帯が利用できる制度、その窓
ロへの案内をした。

県のケースワーカーとの連携のもとで必
要な相談支援を行う。

困の連鎖を防止するために、準要保護児童等の
帯が生活保護に陥らないよう、保護者に対する就
支援、養育支援、子どもの学習支援を県と連携し
取り組む。

担当部署

推進
}・,

ーー,

、 f'1771、"ゞ"'.Υ't.,,・ーニ::."け、,・ち 1 、三、_.、,.1.,ゞ_;ー、,,.1

i推L_"X分ご竺.サゞ・、ゞ*→>、1^浸.、ーき,^^' J闇・.'゛弐:^三」亡'=:'そー.■、ー:りぜ二!.;'゛一三ご.三.芙苫..-r'

引き続き、各種制度の最新の情報を収集し、利用
者負担の軽減や減免等を案内し、サービスを安
心して利用できるよう支援する。福祉資金の貸し
付けも案内していく。

「自立相談支援業務」と「就労準備支援事業」
を「バーソナルサボートセンター南部」が南部
管轄として県から受託して実施。町、町社協
と連携して事業に取り組んだ。

」

H26

評価

こども課

平成29年度までに、気になる子の情報が512件
も寄せられた。その中で支援が必要な子について
は子ども元気ROOMに繋ぎ、子どもと共に親の支
援も行い自立支援へと繋げている。

.:
.:
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H27

評価

推進

今後も関係機関と連携を取り、就学援助制度の
周知を図っていく。

:!

,1i嚢lj^"、・气^,、二遷ン.,・、';.、、署七'、.,:.ニ.'、・ 1・・"、.・,了士二」、、^,」二竃戸.,.ニ.、吉署じ,ゞ.^.'寸一1 ・^.'

H28

評価

'成27年4見1日より施行される新たな生活困窮者
援制度に基づき、県及ぴその他の関係機関等と
携し、生活困窮者の状況に応じた必要な支援に
り組む。

・^

こども課

H29,
評価

・各種制度に基づく利用者負担の軽減や
減免について周知を図り支援する。

;】

推進

・^

・生活安定のための福祉資金の貸付に
ついても周知を図る。

;.'

』^

町の社会福祉士、町社協のCSVVなどがパーソナ
ルサポートセンター南部と連携し、個別案件につ
いて情報を共有しながら取り組んでいる。

今後も継続して事業を実施する。

生活保護の申請者に対しては、窓口で丁寧
に話を聞き、その内容を取りまとめて県へ送
付している。平成29年度に役場窓口で聞き
取りして申請した件数は132件。保護開始は
100件となっている。

取り組み実績【0此実行】

今後も関係機関と連携を取り、就学援助制度の
充実を図っていく。

こども課

.^

推進

保健福祉課

生活保護受給者の世帯で要保護児童等対
策地域機議会に挙がった案件について、県
のケースワーカーとの連携により、自立支援
に向けた取り組みを行っている。

推進

保育料については低所得者に対する減免制
度を整えている。また学童についても低所得
者に対して保育料の補助制度綱額5干円)
を整えた。子ども医療費の窓口支払い無料
化は低所得者にとってもかなりの支援となっ
ている。

.^

教育総務課

取り組みの検証【ch此k検証】

護者に対する就労支援、養育支援、子
'もの学習支援を県と連携して取り組

できるだけ、ご本人の困窮内容を聞き取り、取り
まとめの作成に繋げている。

・^

今後も町社協とも連携し支援に取り組む。

、^

国保年金課

ケースに応じ、適切な各種制度に基づく利用
者負担の減免等を案内し、医療や福祉サー
ピスが利用できるように支援した。また、必要
に応じ福祉資金の貸し付けの案内を行った。

現状の生活様態を改善するにはかなりの時問を
要し、また本人の自覚も必要なので継続的な支援
を行っている。

曳及び関係機関等と連携し、生活困窮者
必要な支援に取り組む。

就学援助制度について、町のホームページ
や広報誌への掲載、学校から全家庭へ案内
文の配布等を行い周知を行った。また、県教
育委員会と連携を取り、CMやラジオ等でも周
知を行った。

こども課

低所得者への負担軽減については、いろいろな
事業で支援ができている。

今後の取り組みの方針【A6虹on1改善】

今後とも、丁寧な聞き取りを行い事務を遂行す

・国保税賦課の時点で所得に応じた軽減が
なされており、失業等による国保加入の場合
は軽減制度を説明した。
・納付相談の内容により、分割での納付や困
窮世帯にはその相談窓口を案内した。

教育総務課



(4)生活困窮世帯等への支援

具休的取嚇且み声項:{

①
低所得世帯に対する支
援

、.

N,

経済不況が続く中、失業、疾病、低収入等生活不
安を抱える世帯は増加しており、要援護遺帯の生
活を支えるセフフティネットとしての貸付事業を実
施、相談から貸付まで迅速に対応し安心して日常
生活を維持・改善できるよう支援する。

、■、

ノ

推進項目炉1、h'1計画】

②
生活困窮者の自立支援
の推進

町内の低所得世帯の方が、あたたかい気持で新
年を迎えることができるよう、住民に募金を呼ぴか
け、区長・自治会長、民生委員・児童委員の協力を
得て対象世帯に激励金を支給する。

、,、

.」

生活困窮世帯は複雑な課題を抱えている場合が
多く、個人の事情・状況を受け止め、求人情報の
提供や職業訓練の情報提供等の就労支援や家計
管理の支援、他継続的・総合的に相談対応し、生
活の吏生に向けた支援に努める。

^

ノ

",

;推進年度(5ケ年の計画)..ト:
26 >

1

推進

27

推進

ー^

28

推進

ー^

29

推進

推進

・^

30

推進

一→

ノ

推進

・^

推進

・^

推進

、

貸付事業を実施し、相談から
貸付まで迅速に対応し安心し
て利用できるよ支援する。

達成目標●

推進

、^

、、、

推進

・^

推進

ー^

推進

ー^

歳末募金運動の推進とその
実績に基づく激励金の給付
日常生活用品の貸与のため
の備品整備

推進

ー^

担当部署

推進

・^

.、 ^^

経済的な支援に応じ、関係機
関と連携し必要な支援を行

社協
(出羽)

H26

評価

^。

H27

評価
H28
評価

A

ノ

社協
(赤嶺)

H29

評価

A A

<助け合い金庫>
・申請件数:15件(うち、2件は辞退)
・貸付件数:13件
<生活福祉資金>
・申請件数:27件(貸付件数 21人27件)
・貸付額:12.609,424円

A

社協
(桃原)

A

・取り組み実績【bす;実行〕

A A

歳末たすけあい激励金
・配分実績゛93世帯
・配分額:2,153.000円

、、

B

A

B

.,:ノ'」」: J

B

<福祉総合相談事業:専任相談員による支援>
・求人情報の収集と相談者への情報提供
・助け合い金庫、生活福祉資金等の貸付事業の案内
・各種福祉制度・サービス、その他専門機関等への紹介
・フードバンク、商品券や米券等の提供、貸与

A

・無利子や低利子で利用ができるため、経済的支授効果は高
い.

.関係機関に対して事業の利用や眉知も進んでおり、役場や
CSW、括祉事務所等からの相談や問い合わせも増えている.
.貸付後も生活困窮が続いているケースや世帯状況の亥化、音
信不通によって償還指導が難しいケースが存在する

取り粗みの検証16h.此k積証j

・こども課の協力があり、生活困窮者の情報が
得られた。また、CSVVに繋ぐことにより継続相
談となった。
・激励金を給付することで、年末年始の経済的
不安の解消の一助となっている。

..、.

・C.Wやハ'ーソナルサホ'ートと情報共有及ぴ連携し、生活基
盤の立て直しを見据えた就労支援や生活支授、制度の
活用支援を行っている
・就労支援については、求人情報はあるものの、ミスマツ
チも多く、能力的、意欲的な課題を抱える方の就労につ
ながらない場合も多い

"'. t ';今後の取リ.組みの方針【A゛;6h、改善】ミ
.貸付相談時に家計管理支擾を行うとともに、定期的に
貸付後の状況把握を行い、償還遅滞時の早期相談・早
期介入を行う.
・ふれあい相談室やOSW、行政や他の機関と運携し、就
労支援や生活支擾等を通じて滞納の長期化を防ぐ。

..■..
、鬼.'電'

ノ..ノ

ノ...冒■.',..

,

・今後も役場とも連携を取り、困窮世帯の把握に努め
る.
・民生髮員を中心に区長・自治会長、CSWと運携を密に
L地域の情報を共有し激励金給付に努める。
・広報活動強化による募金実頼の増と激励金給付の拡
大を検討。

...:...5.

・関係機関と蓮携を密にし、協働による総合的な支援が
行えるようネットワークづくり1こ努める
・生活福祉貸付事業はじめ、緊急一時支援金の給付な
どを効果的に活用した支援方法の確立

.

'

'
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(5)権利擁護の充実

具体的取り組み事項

A

①1
,

1権利擁護のための制度等
1 の利用支援

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断
能力が十分でない人を保護し、その権利を守るため
に、財産管理や身上監護を本人に代わって行う成
年後見制度について周知を図り、必要に応じて利用
を促す。

推進項目IP恰n:計画】

ノノ'~

成年後見制度の利用において、申立て人がいない
場合や成年後見人等への報酬費の支払いが困難
な場合等においては、「成年後見制度利用支援事
業」による利用支援を行う。

② 1障がい者の権利擁護に関す
!る啓発

社会福祉協議会が窓口となって提供される「日常生
活自立支援事業」、「日常的金銭管理支援事業」に,
ついて連携をとり情報提供を行う.

ξ.、推進年度(5互年の計画)....゛.
.,■」,.■.:,' ■..■^

26 サニ1'1,乞7:':',」.'J,、 28 '.・.1・" 1.'29 "'・ 1 ',3σ..

「南風原町要保護児童等対策地域協議会」
において、関係機関等との連携を密にし案件
事に対応している。平成29年度は、要対協
案件力ξ'14件、それに関する個別ケース会議
を15回開催した。また、子どもの貧困緊急対
策事業として支援員を配置しネグレクト等気
になる世帯を把握し、子どもの居場所である
元気ROOMへつなげ支援しナこ。

こども課

広報掲載や地域包括支援センターのポス
ターを金融機関や病院等に掲示し、高齢者
虐待対応の窓口であることを周知した。

."'.'1.1'.:'..1 1

B

■^

町内関係団休への周知を行ったが、地域(本人・
養護者)へ情報が行き届いているか確認する必
要がある。

1;1{
、ー.十'.,十一ー"ー.」._{.,』.-1 -.・.1 、、"a=.ーー仁で_゛、,ー.

1・1ぞ佳ゞ,',ーー1芋芋、ー、.ξτ「.号一'ーー「、"エ'子で..'ど=ー.'こ、.

ーー十・,・ー゛、,,仁一ー"ー・・ーー{・・才.'

推進

「障害者基本法」1こおける障がい者への差別禁止や
「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい
社会条伊1(共生社会条伊D」について地域への理解.
啓発を進める。ブ

..

・^

B

推進

一→

=

B

引き続き、金銭管理事業が必要と思われる方に
対して、情報提供を行い利用に結ぴつけていく、

・●・'ン,"、、ー、、J Yξ一.L !・斗、,●、、'..●,、"、'F'・ーーJ :1.、Y、.一●、、、_

i_,^"^ 1'』'ヰ'J二..1手、之"!●1ニニ,1'.・1,王;三台:'三li叉ニニ÷トケ毛'叉.'で、」ギS
气,、,マニ'、",','、、"一手'ーー 1.".、・「 C.コ".」「'..・;▼;',{;,1七トー..Ξ0ぞ、.,、ンヒ

引き続き、申立てを行える親族がいないかを迅速
に調査し、市町村長申立が必要な方に対して、適
切に事業利用に結ぴつけるよう努める。加えて、
成年後見制度利用促進法に基づく中核機関の設
置について、今年度中に庁内関係部署と検討す
る機会を設け、具体的に進めていく必要がある。

A

ー^

・^

B

.^ .^

町ホームページにおいて相談窓口に関す
る情報を掲載し周知を図った。
また男女共同参画週問パ才、ル展において

は、DV関係バネルを展示し意識啓発を図り、
相談窓口の掲載された窓口一覧表を設置し
^0

・^

B

推進

企画財政課

!'
」.

1 . 1
・^ ・^.^

, 1 !

ゞ推進'・J 气轟i÷チ..゛7t三二刷1→,ニ,,・fJ老宅呉三、、シ、1塁.支丑ヰニミ
_S*"宅毛,、ー,ー,.」'、゛ー,",..1,",江三メ主肇〒サーL'ー、4':モー"J、、!ー、三一

保健福祉課

A

高齢者、障がい者、児童への虐待及ぴDVの早期
発見・早期対応を図るために、住民への虐待に関す
る知識の普及啓発を図るとともに、虐待等に関する
相談窓口や通告義務について周知を図る。

達成目榎

虐待等防止対策の推進

,..

児童厚生員や学童指導員が講演会や研修に参
加することで、制度理解が進み、より多くの大人で
子どもを見守ることにつながっている。

;隹ミ生!^ 1 ^^ 1 ^

1111
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、^

i生 1 ^{^^;^

,! 1

権利擁護のための制度や事業の地域へ
の周知を図る。
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H26

評価

保健福祉課

高齢者虐待防止のパンフレットを町民の目に触れ
る機会の多い、公民館等に配布する必要がある。

H27

坪価

ー^

A

地域(本人・養護者も含め)への情報周知の方法
を検討していく。

虐待者被虐待者及びDV被害者の保護並ぴに養
者等への適切な支援等について、迅速かつ的確

ヰ対応していけるよう、「南風原町要保護児童等対
地域協議会」において警察や学校、福祉保健所、

、童相談所、福祉施設及びその他閏係機関等との
接な連携を図り、組織的に対応する。

H28

評価

権利擁護のための制度や事業の地域へ
の周知を図る。

B

・^

保健福祉課

H29

評価

B

.^

推進

B

B

1推'荏巽1ゞゞ高゛"ι1 ゛キ.H鳥,.,'ミ÷,、1、三にサ斗n"

B

A

・^

保健福祉課

A

要保護児童等対策地域協議会に出席し、警
察等関係機関とのネットワーク構築に努め
た。

頁処妹且み実緒【DO:実行】

ポスターやパンフレット・広報掲載を通じて、
地域包括支援センターが成年後見制度の相
談や市町村長申立の窓口であることを周知
した。

男女共伺参画週問に限定せず、町ホームペー
ジや広報誌においてDV防止に関するぺージを設
ナて意識啓発を図る必要がある。
また、相談窓口についても広報誌にて案内を行

う必要がある。、

B

B

推進

、^

B

-21-

よ

A

住民への普及啓発を図るとともに、虐待
等に関する相談窓口や通告義務につい
てポスター、広報等で周知を図る。

B

.^

今後も関係機関との逵携を密にしながら、皆で虐
待を防止する環境づくりに取り組む。

.^

保健福祉課

A

B

要対協はーつひとつの案件が重たいので、慎重
に対応している。児童の非行等に関しては事が起
こる前の施策展開が必要。また、気になる児童の
把握は学校からが多数を占めるので連携が重要
となっている。

平成29年度身寄りのいない高齢者等の市町
村長申立てを3件行った。報酬費の支払いが
困難な方への助成は4件行った。

要保護児童対策地域協議会に参加し、関
係機関と逵携強化を図った。

B

高齢者虐待防止のパンフレットを町民の目に触れ
る機会の多い公民館等に配布、地域包括支援セ
ンターが虐待対応の窓口であることの普及啓発を
図っていく。

.^

要保護児童等対策地域協議会に出席し、ネット
ワーク構築及ぴ連携した支援を行っていく必要が
ある。

.^

推進

ホームページ、広報誌においてDV防止に関す
る記事を掲載し、相談窓口についても周知してい
<。

A

今後も要保護児童対策地域協議会に参加する
とともに、さらに連携を強化していく必要がある。

B

・^

.

要対協での事務を進めつつ、児童に関する情報
を共有するため、保・幼・小連携を継続的に実施
し、気になる子の情報をしっかりと受け渡しする。
子どもの貧困緊急対策事業においても継続して
気になる児童世帯の把握、支援を進めいていく.

.^

A

こども課

地域包括支援センターでは、相談支援を通じ
て適切に金銭管理事業を案内、結ぴつけて
いる。

要保護児童等対策地域協議会に出席し、関係機
関とネツトワーク構築を図りながら、高齢者虐待の
対応が適切に行えるよう、必要に応じ県の高齢者
虐待専門職チームの派遣事業を活用していく。

取り組みの検証【C"巨ok検証】

A

成年後見制度利用促進法が施行され、より成年
後見制度等の利用や権利擁護に関するネット
ワーク構築ができるよう、市町村において中核機
関の早急な設置・運営が求められている。

.^

、^

推進

B

B

・^

保健福祉課

・^

B

民生委員・児童委員、町身障福祉会に対し
会議の場を設け、法令の説明等周知を行っ
た。

A

成年後見制度利用促進法が施行され、より成年
後見制度等の利用や権利擁護に関するネット
ワーク構築ができるよう、市町村において中核機
関の早急な設置・運営が求められている.

護者に対する就労支援、養育支援、子
'もの学習支援を県と連携して取り組

.^

.^

DV被害者等への迅速かつ適切な支援ができる
よう、常日頃から関係各課と連携を図る。

、

A

0

B

こども課においては、児童虐待等に関する相
談窓口について町広報に掲載。さらに所管
施設へ児童虐待防止のポスター掲示、チラ
シ配布等を行っている。これらの取り組みに
加え、児童厚生員や学童指導員に虐待に関
する講演会や研修会の案内をし、制度の周
知も図っている。

ー^

企画財政課

A

B

金銭管理事業を利用していたが、判断能力が低
下し、成年後見制度が必要になった場合、社会福
祉協議会と連携し、成年後見制度利用に結ぴつ
けることを検討していく必要がある。

・^

今後の取り組みの方針.【A0甘0示改善】

A

成年後見制度利用についての周知を図り、加え
て、成年後見制度利用促進法に基づく中核機関
の設置について、今年度中に庁内閏係部署と検
討する機会を設け、具休的に進めていく必要があ
る。

B

興及ぴ関係機関等と連携し、生活困窮者
必要な支援に取り組む
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(6)生きがいづくり推進

具休的取り組み事項、

生涯学習の振興

推進項目【plah:計画】

高齢者の生きがいづくり支援
「高齢者サロン」や
か、高齢者が参加
との世代問交流な

推進年度佑ケ年の計画)

26'上 1' 27 '・ 1' 2合.!" 29': 1 ・ 30 ・

障がい者の生きがいづくり支
援

、乳:
Ξ^ 1

障がい者のr音楽サークル」の活動を推進するほ
か、「沖縄県身体障害者スボーツ大会」への参加支
援、社協が実施する「障がい者スボレク交流事業」
や「障がい者パソコン教室」などへの必要な支援を
行う。また、その他の生き (い活動支援するほか、
障がい者の二ーズを踏ま た新たな生きがいづく
の創出に取り組む。

..,.、.^'ー.岬.^ーー.■..犀

.M.,ー、→' 1-ー、ー... J,」弐、、,'一叶 1.,ミー.ーよ、ーーー. rL .

支援するほ
の開催、子ども
進する。

推進

・^

移行支援サーピス、就労継続支援サー
は年々利用

情報提供等により一般就労への携し、
ししている.

ム^,ー.『_」毛→.H^ー_ー_.与.1."『_、毛.

〒'フ.、」,ーーー七゛.トーΞ,r-..ー.rリ" 1'L'ー

=

障がい者
事業所・.
域の一般
への移行

.^

.^

:..
二

の就労を支援する事業所(就労移1-
業所)や関係機関及
し(いー

を促進する。

.^

推進

.^

.,.、L-_ー、1 ヌーーーー゛.1..、」ーユ,".. 1〔,一七

ー. JL 罫一.、¥主J'"、r'ーー"^"t 、.ー.,1'、ー、'

公民館講座事業の実施

達成目標

・^

推進

.^

支援
び地
就労

担当部署

推進 1 →

"縫辿,.'、

ごミ・ヲ剛r井「7票!
4 耳'

ーー冒1 『".昆,"J .デ'、'「'●

^^

:÷、,' fl'メ,'.〒◆一,1.-r
,^^」'■

_1" 1',』、,ヨ・",..._

↓

・町長杯
少傾向1

ぴ他

生涯学習文化

ご

H26

評価 今後の取り組みの方針,【A6UO":改善】

ゲートボール大会への参加者が年々減
あるため、町ゲートボール椿会との調整
スポーツへの変更等の検討が必要。

課

H27

評価

ンネリ化を解消し、新たな講座を
'の活性化を図る。

ー^

1 1

1 1

・自治会の内、老人クラ
至、会ど携し結

出について、障がい者
要がある。

ーー..ト.『'、".1...,,.、一易_-1

が未結咸の
を促す。

現在の
協及ぴ

ゲートボ
、ては。

ル大会を開
していく.

H28

評価

障がい者の二ーズを踏まえた生きがいづ
くりの創出に取り組む。

,、 a-=

え、新たな生きがい活動を町社
ていく。P

生涯学習文化
課

今後とも計画相談事業所・サービス
携を密に取り、本人に合わせた

供していくとともに、一般就労への
バ,で行く。

・ニ,' 1・"'

H29

評価

-23-

"供事業所と
支援を提

行に取り組
.〒゛','ー'ι:」ーニ'゛'、't
,^、..^^

労移行支援
の一般事業
般就労への

式取り組み実綬【Doi実行】

保健福祉課

公民館学殺講座22講座中7講座を新規講
座に変更したことや、人気のある講座は追加
で回数を増やしたことが受講者381人となっ
ています

老人クラブを組織している各字・自治会に対
し高齢者学級補助金を補助し、高齢者のレク
活動の助成を行っている。

・今年度も引き続き町長杯
催する。今後の開催につし

保健福祉課

・町老人
助金を交付及び町長杯ゲ
開催した(共催:町ゲートボ

取り組みの検証Iche'ok:検証】

公民館学級講座の受講者を増やすため広報や
ホームページ等を活用して周知を図る。

「身
業」
含め
る。

スボーツ大会」「障がい者スボレク事
障がい者パソコン教室」、聴覚障害者を
た「手話サークル」を継続してーつてい

出している全ての老人クラブ
いづくりにつながる活がー

ブへ補
会を

就労
ビス

関と
移行



(6)生きがいづくり推進

具体的取り組み事、項
.J

① 生きがいと社会参加の促
進

一般高齢介護予防通所事業(ミニデイサービス)については、
小地域福祉ネットワーク独自活動のr高齢者サロン」とともに、
開催回数を増やし、全地域での毎週開催をめざす。
また、レクリエーシヨン請習会や介護予肪に関する情報の提
供など、ボランティアの活動の幅を拡げるための取粗みを行
う。

。推進項目【Pね五:計画】

高齢者健康づくり推進事業については、健康づくり
の効果が期待できるため、実施回数を増やすなど
充実・強化に努める。

障がいの有無に関わらず、様々な交流の機会を提
供し、地域住民が「障がい」について理解を深め、
障がいのある方への社会参加促進を図る。

;.・ 26

推進年度(5庁年の計画)

..ー.、

推進

28

ー^

16地区

29

ー^

16地区
460

推進

J

30.1

17地区
425

ー^

90%

・^

』^

17地区
489

J.菟達成目標

・一般高齢介護支援通所事業
は17地区で開催するととも
に、既存の実施地区において
は可能な限り回数を増やす
等、取り組みの強化を図る

推進

70%

・^

70%

・^

推進

ー^

、.、 ':..!.

・^

60%

.」

推進

N、

ー^

・高齢者健康づくり推進事業
を週5回、利用実人数を360人
の目標とする。

推進

一→

担当部署

推進

ー^

.

障がいの有無に関わらず、
様々な交流の機会を提供し、
障がいのある方への社会参
加促進を図る。

社協
(田場)

H26

蔀価
H27

評価
H28

評価

A

H29

評価

社協
(赤嶺)

A A

・実施地区:地域型:17地区
開催回数:265回実登録者数:489人
延べ利用者数3,784人

・第14回利用者交流会
平成29年11月21日

A

社協
(赤嶺)

A

取り組み実績【D配実行】

B

.、

B

B

B
高齢者健康づくり推進事業
延べ利用者数 1,654人(1日平均11.5人)
実施回数:144日週3回実施

A A

〔障がい者スポレク交流事業〕
・開催1回参加60人
〔障がい者バソコン教室〕
・開催1回(14回コース)受講者(6人)支援
ボランティア(の

A

・身近な公民館や集会所で実施し、地域で生きが
いと健康づくり、居場所づくりとしての機能を発揮し
ている。小地域福祉ネットワークの活勳支援が必
要である。

t取り組みφ検証{C1道敬;.検証】ε
'■

週3回運行バスでの送迎を実施しており、地域の利用者
(高齢者)が各種機器を活用し儘康づくりに取り組んで
おり、介護予防の推進の一助として、事業がもたらす効
果は大きいと考えている.また、事業への参加をとおし
て、利用者相互の交流にもつながっており、ふれあいを
とおした生きがいづくりとしても有効

三,'.1...,'

'・、・・:t .、、'

利用者と健常者(民生委員や学生ボランティア)が
交流するよい機会となっている。特に学生ボラン
ティアにとっては直に当事者とふれあうことで福祉
教育の機会としても効果的である。また、老人施設
に呼ぴ掛けたところ、障がいをもった方の参加があ
り、よい交流の場となった。

ク
^'

ノ.

今後φ取り組みφ方卦.【AEU血1.改善】.. i.冒... i.".ノ'、...,..4 ......

・未実施地区(宮平ハイツ)で必要性を検討する。
・1フケ所が継続実施できるよう、内容の充実を図る
とともに、小地域福祉ネットワークとの関わりを強化
していく。

.......J 、

事業の趣旨を周知するため広報活動を強化し、利
用者増を図れるよう努める。また、実施回数増につ
いては施設使用やマイクロバス、予算確保などか
らの状況から判断して、現状の実施回数を維持し
ながら、各地域からの利用者増に努める。

1"

より多くの方々(当事者や地域住民等)が参加でき
るよう事業内容を工夫する。また、多くの障がい
者、健常者に情報が届くよう広報活動を強化する。

■」

゛'
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(フ)健康づくり推進

具休的取り組み事項

健康への意識啓発

推進項目【P玲h:計画】

,1

⑦'1受診勧奨と保健指導の強化

で健
わたり健康増進に
報紙やホームペー
手段及ぴ住民が
づくりへの啓発行
発を行う。

・: 26

推進年度(5ケ.年の計画)

・各ライフサイクルにおいて保健指
行っているが、妊娠期の保健指導
実させる必要がある。

推進

ま康診査、乳幼児健康診査、特定健康診査等
'時期に必要な健康診査等を受けるよう受診

を行い、診査結果に基づき必要なをヒ岩
化を進る。

',ニ、ヰ言斗コ七立、,弓." 1"・,岬.,!_運'宅^'11こ;÷.ノ、rf."・r・ゞ_-C「:;亡』,.『!,=:ーー、

27

1

1デ^、,T ゛ J "一■゛,ー.ー

.,ー、.ー、.F ι一^』.゛....ー.〒

.^

28

・弓浩続き乳幼児僅診において1
を診受診勧奨を行う。関係機関

意義を伝え受診率の向上を図る。
・引き続き国保年金課、医療機関等と連携しなが
ら保健指導の早期介入を目指す。

推進

29

-25-

Ii{!
1 !;

・^

'..,:.■■鬼::',■"'

からライフサイクルを通して各種健 0
に生活習慣病発症予防及ぴ重症化

の視点で保健指導・栄養指導を行った。
つくりにおいても関係機関と連携

りな力ら相談支援していくことが出来た。

1 '

妊娠期を含むすべてのライフステージ
養・食生活、身休活動・運動、飲酒、喫
の各分野からみた、生活習償の改善
の発症予防、重症化予防に重点を置し
を推進する。また、こころの健康づくり1
ハしこ、t火の充実に

・健康講話や各広報手段を通して'生活習慣病や
町の健康課題を発信していく。

達成目標

.^

報紙やホームページ等の広報
住民が集まる機会などを活用し、
くりへの啓発を行う。

今後も町が検診費用の一部を負担するによし
生活習慣病の早期発見及び重症化にし.
人ノでい通して、栄

、歯・口腔
生活習慣病
こ保健活動
ついても関
取り組む。

゛

担当部署

推進

、,二1学
モご

推進

療機関において一般検診、特定健診及ぴがん
診がスムーズに実施出来た。

H26

評

国保年金課

fl、ニぜ'ー.]",岡〒_■.ー,=.,.^.=__'

家庭訪問や文書、
に、医療機関へ通
る。

立,J

、未受診者への
も連携し健診の

ツトや展示媒体等を通じて町民へ
進に向けた啓発、昔及を行った。

ヨ子. 1〒r 予L,.」_'ユ

■・駆ゞ,'゛=;冨゛.』」;=斗司'一三革

推進

、^

,"ー.'三」、ーー_^ト

才写毛,、=、イ,ー"ゾ'_

昆証「.区一..

一耳'鼎

-J

保健福祉課

-L、』

.^

目標とし、特
標とする。

国保年金課

取り組み実績【DO;実行】

広報誌・掲示板・マイク放送を活用し集団健
診の開催について広く呼びかけを行い、健康

・^

を推進
こついて

の充実

への啓発を行った。

保健福祉課

・ノくンフレ

の健康増

国保年金課

平成30年4月
受診率が383
確定値集計ま
ある。

取り組みの検証【check:検証】

乳幼児健診においては母子保健推進員の協
力の下、未受診者へは受診案内をーうことが
出来

治会から掲示板活用やマイク放送等に
力を得られた。

保健福祉課

なっているが、例
受診率は伸ぴる

の受

・日々の活動で得られた情報、最新の知見など総
合的に判断し、町民へわかりゃすい健康情報を
届ける必要がある。

手渡しを行い本人
を行った。

一般検診、特定佳診及ぴがん検診の受診者
に対して、町が費用の一部を負担し生;
慣病の発症予防及ぴ重症化予防に取り組ん
だ

込みで

今後の.取り組みの方針'【A0660.改善】

度中に特定健診嘱託員と地域協力員で
による受診勧奨を行っナ卓。また、未受診
0月と1月に受診勧奨を通知し、架電を

今後も各種広報活動を実施し普及啓発等に取り
組んでいく。

導・栄養指導を
・栄養指導を充

妊娠
結果
予防
.10、

'幼児健診受診率向上に向けて未受診者の声を
析した結果、町で行う乳幼児健診の目的や内
'等について保育所、母子保健推進員等との学

習が必要である事がわかった。
・本人への手渡しによる特定儷診結果の保健指
導を約70%の受診者へ行うことができた。

診者
応じた
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2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

(フ).健康づくり推進

...、.

具体的取り組み事項

;.1
J.,

':.^1、、

...

メ

災

1

■^

ノ

(③'・!

告.'推進項目、【P1▲"1計画】之'§一

.゛゛

個人の健康を支える環境
づくり

健康づくりは個人の取嚇且みが基本ですが、それだ
けで成し遂げることは難しい場合があり、周りからの
支援が必要となる。家庭をはじめ、行政、医療機

・・ 1

ノ.,

WI

_:→

,' 1

1

関、教育関連機関、各種団体、事業所など個人と関
わりのある様々な主休が、個人の健康を気づかい、
支えていける社会環境づくり!こ取り組む。 ・個人のみでなく、社会全体で健康を考える

ことは南風原町の健康実態を知ることが大切
である。そのため、現在の南風原町の健康
実態に基づいてあらゆる機会を通じて各組
織・団休と学習会を行った。

保健福祉課

国保年金課

J'取り組みの検i正・【C肘eck検証】

県内の医療機関と契約を締結し特定健診・が
ん検診・人問ドックが受診出来る様に環境づ
くり1こ取り組んだ。

.゛

、電

医療機関において特定儷診・が人,検診・人問ドッ
クがスムーズに実施出来た。

見r

推進年度(5ケ年の計画) ...'ニ'.::'.::':ニ"
ン・:、t.、:、'ト.、、、'..、生..

! 126 '.:・1'1、・・27 ':,!:'こ'・28 '・'1 、 29.'.1'.; 30:,'::'

特定儷診及ぴがん検診の受診者数を増やす
事により、生活習慣病の発症予防と重症化を
予防し住民の健康長寿に向け取り組んだ。

、 C '

推進

健康づくり1こ取り組みやすいよう、健康づくり教室の
開催や運勳・スポーツ環境の整備を進める。

今後の取り.組みの方針.【A匪10介.改善】

左、?,'』"嘴 3 、、、_ 11.・'、勺.'.ーー卓.ーご゛,"之ふマ't l._.'▲,→ミー主'、'.'.'マ,ー'拝,ご

"罷,。ゞ."*、途゛鄭1河"

f・'1リ健康長寿復活に向けた県と
1/.111.1 の連携

・個人のみでなく、社会全体で健康を考える
ことは南風原町の健康実態を知ることが大切
である。そのため、現在の南風原町の健康
実態に基づいて各組織・団体と学習会を行っ

保健福祉課

医療機関において特定健診・がん検診・人問ドッ
クがスムーズに実施出来た。

健康学習会においては、各組織に合わせた内容
であることが重要であるため、学習会の内容にあ
たっては社会情勢や組織の特性を路まえたもの
にする必要がある。

.^

1 ・

i゛

推進

ー^

11 j

.^、^ .^

π

弌1_1佳コ董"='・0 一三●ぜ映t仁,S、'=畢'・弐" J3,、:、マ、ーム 1、 t」、ーフ

.^

1
」

1 今後も県内の医療機関と契約を締結し受診しや
すい環境づくりに取り組んでいく。

^0

沖縄県の女性の平均寿命が全国首位から後退した
ことを受け、健康長寿復活を目指す県の取り組みと
連携して、住民の健康長寿に向けた取り組みを推
進する。

冒.゛

推進

,」

県推巡心ξ券ヨ武が当鳥1窯イトg欝遜1謬ーニニ「斗.1弓「一゛.ー';、.,゛:,.金,ミゞー"ー,1γ,ーー,'闇、げー,1、,.'コ;芦戸叫チ●一ワ

、=一子 Jr凹.乏;ニ・ー.1、:悲、し=曼之.'.,乞f舟ーユし÷-J由、、上二」二ーー1゛ー'rゞ斉、.

達成自標

家庭をはじめ、行政、医療機関など個人
と関わりのある様々な主体が、健康を気

・^

..、!1

推進 1

・一括交付金を活用し、学童期の生活習慣病
予防健診の実施により町民への長寿県復活
に向けての周知活動を行った。

.^

づかい、支えていける社会環境づくりに
取り組む。

.^

佳康学習会においては、各組織に合わせた内容
であることが重要であるため、学習会の内容にあ
たっては社会情勢や組織の特性を踏まえたもの
にする必要がある。

"、'、三"t、"社.デ~f・1,デ'ニ'山運二毛 t,1埠、五一

、'1隹"佳念、、,f・,,、;::'ミ"毛子二4rF二、宅'41、

〆毛L紗翻,三,1 、芽、塾1弓き之J・'t毛コξ宅J't含ミ

.^

ー゛

引き続き、各組織との学習会を継続し社会全休で
南風原町の健康課題について取り組めるよう支
援していく。

担当部署ゴ

1 1

ー^

.^

・9推寉匁抽ン"事、長ギ1苓峰;1夕だ谷弊.ノモ、奪

;{

・^

H261

評価

国保年金課

H27

評価

運動などの健康づ4打こ取り組める環境
づくりを行う。

特定健診及ぴがん検診事業を実施した'また、女
性特有のがん検診に対し無料クーボンを配布し
た(20歳から60歳までの5歳毎)。

.^

推進

.^

今後も県内の医療機関と契約を締結し受診しや
すい環境づくり1こ取り組んでいく。

琴●紗聖琴毎途"原当ゞ馨*

H28
■^^

評価

・各種保健事業等と連動させながら効果的に長寿
県復活に向けた取り組みを行う必要がある。

・^

."1斡"J、'ザ司1-・・,宗;",ニ・キ,Jt璽悪!』Ξ、"§卜1耆奪三'、区二裂さ口、一辛,J『1',,'、ノー・

保健福祉課

引き続き、各組織との学習会を継続し社会全体で
南風原町の健康課題について取り組めるよう支
援していく。

H29

評価

..'

・、.:

.^

」

今後も特定健診受診率の目標値達成をめざし生
活習慣病の発症予防と重症化を予防し住民の健
康長寿に向け取り組んでいく。

÷ぐ.・,11取り組み実籟【D配実行】

・^

-26-

国保年金課

県内の医療機関と契約を締結し特定健診・が
ん検診・人問ドックが受診出来る様に環境づ
くり1こ取り組んだ。

・引き続き健康長寿おきなわ復活県民会議の県
民行動指針に基づきながら、一括交付金の利活
用、保健亭業等との効果的で効率的な取り組み
を行う。

:: t ::1

.^

康長寿復活を目指す県の取り組みと
携して、住民の健康長寿に向けた取り
みを推進する。
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3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

(1)快適で利用しやすい施設、住環境の整備推進

具体的取り組み事項

新たに整
て、引き.
祉のまち
高齢者や
アフリーを

推進項目【P1罰:計画】

用する道路や公共
きバリアフリーに
、くり条例」等に墓
がい者等の円滑

推進する。

公共施設の整備推進

圭築物、公園等につい
る法律や「沖縄県福

つて、孟又こ

よ利用に配慮したバリ

^ー、

既存の公共施設については、高齢者、障がい者
、誰もが快適に安全に利用できるように、はじ

休障がい者用トイレ、スロープ、手すり、エレベー
ーの設置寺について、必要な整備を進める。

.,.. ,、゛.
"":

26

推進
ー'^→,.ー」1...ート、- rE-^しょーー,ー"」.一戸]、...「』.丁子.」,ー..、ーー゛ワ

推進年度(5ケ年の耆十画)

保健福祉課

住宅リフォーム支擾事業は、高齢者や障害
者のバリアフリーエ事にも支援できることか
らホームページにより周知した。

●"'^

、・ 1

継続的に普及・啓発し、拡げていく必要がある。

27

・『福祉のしおり』『南風原町暮らしの便利帳』
などに情報を掲載している。
・介護保険住宅改修のイラスH寸きのチラシ
を窓口で提供している。
・『介護予防リーダー養成講座』の中で介護
保険サービスのーつとして紹介し周知を図っ
^0

推進

.^

{ 1
「

Ξ,

・^・^ .^

,」

^■

二1霞置点ン_確巡CI.,・゛高=ナ1-'二〒圭.粂1'ミf-・,"、、

1ユニバーサルデザインの着及啓晃

=」

' 28

黄金森公園内の圍路整備。

対応箇所があれぱ関係課と連携を密にし対応し
ていく。

^^

■.■.」^

.電..,.軍

',J"'ニ"':.""
'.、、:..・

推進

1 ! 1

いても、段差解消や拡幅快適で安全な歩
整備を計画的に進める。

1住環境・在宅生活の向上支
援

ーノギー,ー.■]'.、吐」、 J』'ーー L闇....、デ.゛..

改修内容やその他サーピス利用との組合せに応
じて、適切な制度へ案内し補助を行うことが必要
である。

現場状況を確認し更なる整備が必要なのか
し整備を行う。

^'ー

より快 えるために、はじめよ(D J 見
カ、ら らる;で壁を生み出させないようデザ
インすることも大切であり、その観点からユニバー

ルデザインの普及啓発を推進
、者に限らず、子どもや乳幼児

もが快適に利用できる施設.却
る。

.昼"之

.^

ι,

=.

・、、ー、七、、..、-bーコ_.ー.、'、,.^.■、_ J-^_1'

1予.ー'、、・,'"*、・.、上.心^・、..1.・',.・'・・・・

・^

今後とも取組を推進する。

推進

.^

達成目標

高齢者や障がい者等の円滑な利用に配
慮したバリアフリーを推進する。

-27ー

} 1
ー゛

推進

ili!

.^ ー^

ii11

高齢者や障がい者の住まいのバ1
ために、住宅改修費の

i^^

協議会による生活福祉資金の周

*゛1・七""ト.ー

し、高齢者や障が
連れた親子など誰:
等の整備を進め

維持管理に関しては今回対応なし.

今後の取り組みの方針【Ad16n:改善】担当部署

誰もが快適に安全に利用できるよう1 こ

体障がい者用トイレ、スロープ、手す
り、エレベーターの設置等について、必要
な整備を進める。

まちづくり振興
課

まちづくり振興
課

りι工蓉、持.'

ーー^

H26

評価

推進

町身体障害者福祉会による庁舎とちむ、ぐくる
館の点検を行った。

ー,剣叉゛ーー・ー,・,・・・
」'ま゛、ー,ー.●゛三式" 1-iし、.→]、ー'.'エ'、ー゛'叉.1;.、」

今後とも取組を推進する。都市整備課

・^

1 ,,

.^ ー゛

H27

評価

鴫^

活の0上を図るため高齢者については、介
,こ:'1 多や冨 用具の利用及ぴ
日常生活の自立支援や介護予防、高齢者日常生
,用,宅口、寺の利用促進を図る。また、障が
いについて、活支事業における日常
活用【扣、寺業による自立生活支援用具や

住宅改修費等の利用促進を図る。

対応箇所があれぱ関係課と連携を密にし対応し
ていIfc

ノアフリーを進める
。また、社会福祉

知を行う。

・^

H28

評価

".一["^
デ1[.!.

.^

保健福祉課

F宅'y;'.f毛,T、.1r1ιH1 豈'、て1、J

まちづくり振興
課

推進

H29

評価

・^

・介護保険による住宅改修、高齢者日常生
活用具給付等事業、障がい者日常生活用具
給付等事業で、補助を行っている。

冒.■:

1!1!
・^ ・^

! 1

1手佳隹j" 1・1'、1^・・、'・ニ',.・、二L.,.・,",・一己、、" A," 1、、=

.ゞ、、-1 -ー、ー.・、,、.、.・,,'ー・'・'1・、ー・・,、'・

カラー舗装の遊歩道整備。

^^^

消や拡幅快適で安全な歩行環境
'画的に進める。

』.゛

今後は【公共施設等総合管理計画】に基づき整
備していく。

取り組み実績【D6:実行】

冒.◆

推進

都市整備課

ニバーサルデザインの普及啓発を推
隹し、誰もが快適に利用できる施設・設
M等の整備を進める。

まちづくり振興
課

黄金森公團内の多目的広場」の整備。

まちづくり振興
課

住宅リフォームは補助額が工事費の20%で上限
が20万円であり、利用実緒は少ないが、関連事
業と連携し推進していく。

!→

.^

.^

推進

研修や他団体の普及活動に精極的に参加し、普
及啓発の方策を検討していく。

都市整備課

既存
から

・町民全体への周知はまだ十分でない。

の施設については要望等があった箇所
おこなう。今回は対応箇所なし。

今後も改修内容や利用者の要望に合った制度で
補助を行う。

くりアフリーを進めるために、住宅改修
の補助を行う。また、社会福祉機議会

こよる生活福祉資金の周知を行う。

^■

.^

ちづくり振興
課

、.ー.ーゞーーーー・,.ー"」一ー"主

取り組みの検証【check:検証】

社会福祉協議会とも逵携して事業の周知につと
めます。

.^

保健福祉課

幼児から高齢者を対象とした広場の整備。

ー,^
ー^

今回は推進箇所対応なし。
・^ 1 ^ 1

・^

・町民全体への周知を図るうぇで適切な情報提
供方法を検討していく必要がある。

高齢者日常生活用具給付等事業の利
促進を図る。

地域生活支援事業における日常生活用
給付等事業による自立生活支援用具
住宅改修費等の利用促進を図る。



3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

(2)交通安全対策の推進

C

.... C '、L:

具体的取り組み事項

交通安全運動の推進

、岡、

、_ノノ

',: ゞ}

1 ;・1
交通安全環境の点検・

整備推進

,1

交通安全意識と交通マナーの向上を図るために、
関係機関・団休等が協働し、地域における交通安全
運動を組織的・継続的に展開する。

'.・1.ト

1食i董1頁目'【plah :言十1画】 1§1ゞf:子f:タ.1宕.1::1>

.":.1
艇

ノ

交通安全施設の点検や地域の要請に応じて、ガー
ドレールや力ーブミラー、横断歩道、信号機等の交
通安全施設について、関連機関と連携した整備を
進めるほか、通学路について、子ども等を交通事故
から守る安全な道路環境づくりを推進する。

岡、..

、ニ
..

、

J'、

■

、

豆、:1交通安全教育・指導の推進

{

コ> ..

':i二26 ・::、'・ 27・:';1

_、^

、'ー

ー、'.'1

'.推進年度(5ケ年の計画)

イ.シ1
Ξ'運

保育所(園)、幼稚園、学校における交通安全教育を
推進するとともに、家庭や地域においても交通ルー
ルや安全確認等について、子ども達に意識的に声
かけをし、安全確保につながるよう啓発を行う。ま
た、地域で行われている通学路横断歩道等での立
哨など子どもの安全確保のための活動を支援す
る。

".「1

_.1

推進→ 1 → 1 →!→

^

事ゞ'"窪g7丁むノ→1ぎ!e一北一、マヂ、一ι尋ゞ>11姿、二T";ど.
ニー三互'-E,・'琴阜二・ヌ゛゛÷尋1'占;乞亨:y;多{1、ビ0恩11亘ミ1一三烹漣工町゛.
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推進
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達成目標
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1 1 ,
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担当部署
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H26

評価

総務課

叫昆.■:'

H27

評価
...、

家庭や学校、地域で安全確認等につい
て声かけをし、安全確保につながる啓発
を行う。また、地域で行われている通学
路横断歩道等での立哨など安全確保の
ための活動を支援する。

...,.

H28

評価

A

まちづくり振興
課

H29

評価1

B B

A

B

取り組み実綾【D6:実行】

ドライバーに、よく見ることを意識して頂ける
ように、ヤクルトのミルミルを配布してPRを
イテつた。
広報車において、交通安全の啓発を行った。

総務課

冒^

A B

A

イ

交通安全施設の点検は日常のバトロール等で
異常がないか確認し対応している。新規に設
儘する箇所については各自治会からの要望
を受け緊急性が高いと判断される箇所から
順次対応している。

A

こども課

A

、.「

A

A

A

交通事故防止及ぴ子ども達の安全確保のた
めに、町内各所において交通安全立哨を
行った。
小学1年生の安全確保のために、ランドセル
カバーを配布した。

教育総務課

取り組みの検証【ch託様検証】

A

"1

ドライバーへ手渡しでミルミルを配布できたので、
直接的なPRが出来、より効果的なPRに繋がっ
^0

,

■''.

A

A

..

A

保育園においては毎年、与那原警察署に依
頼して交通安全についての講話や模擬信号
機を使って横断歩道を渡る練習を行ってい
る。さらに散歩時において実際の経験を積ん
で交通安全教育に繋げている。

π'、

A

新規に設置した交通安全施設が地域からの要望
とおり1こ機能しているのか現場確認を行った。

A

二

町内四幼稚園、四小学校の新入生及ぴ保護
者を対象に与那原警察署、津嘉山自動車学
校の協力のもと交通安全教室を実施。
津嘉山自動車学校で行う津嘉山小学校の交
通安全教室はマスコミにも大きく取り上げら
れ、広く発信された。

A

交通安全立硝により、子ども達の安全確保と同時
に、飛ぴ出し禁止やはみ出し禁止などの交通安
全指導も行う事が出来ナニ。
大きい交差点で活動を行う事で、多くのドライバー
に、交通事故防止のPRが出来た。

今年行った活動を継続して行っていくと共に、単
発じゃない活動や広報を検討する。

4'

J

疉

".

.

子どもたちは、実際の行動で交通安全ルールを
学べている。

'

ι

ー゛

今後とも学校教育現場や各種団体等の要望を基
に現場を確認し重要性が、高"と判断される箇所
から整備していく。

各関係機関との連携を密に行い、円滑に交通安
全教室を実施した。
また、交通少年団員による、交通安全のぼり旗を
かかげながらの早朝挨拶運勳を行った。

1_^^

立哨やランドセルカバーの配布を継続して行い、
交通危険鮪所においての看板設置等を同時に
行っていく。

保育圍において、今後とも継続して実施していく。

今後も交通安全教室を実施し、児童達の交通安
全意識を高めていく。
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また、交通少年団活動を継続し、常日頃から児童
の交通安全ルールやマナーの意識付けを徹底さ
せる。
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3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

(3)防犯・事故防止対策の推進

具体的取り組み事項

B

推進項目Ipiai露計画】

子どもを犯罪から守るために、警察と学校、家庭、地域
が連携して、幼児・児童・生確力T犯罪を回避でき名能力
を身につけるための教育・指導の充実に取り組む。

26

Φ

推進年度(5ゲ年の計画)

推進

27

肪犯指導の充実

".・.1'、.'

ー+

28

今後とも、継続して実施していく。

."'J

、ー....

、.ーユノ1→■.、,11三 r'..1,.、.、ー.臣一1ト..ーニモ』千・ー,ー'寸,、.!'-E.ー

七?;豊ヨ^」^」茎"ι'、τ一':1ゞJンL-t [一士.:"=,'ケー'←工'.、"置二ーノ・LT.、、t 三一工三一._.、ニニ'・jJJ:'・ξ三,.・エトく、J、'二τえ,T'L丁:P 子、、→二写'

'^_1江'毛1'..::.!、,.!:_t子,盡.・【1.ーーノ;毛、,'ι、、、ー、'、史.1-=ー,=1-ー^」=

推進

ー^

.1..ー

,29

.:

B

・^

ー^

青少年が事件・事故に巻き込まれないよう、地域や関
係機関が連携した夜問パトロールを実施するほか、青
少年の健全な咸長を阻害するおそれのある有害図害
や有害サイトなどの社会環境から、青少年を保讃す1
取り組みを進める。

B

30

推進
ι;;ー'.ニ.τ.ー~、尋に 1...一昊一、..ー.11.-t ,ー.ξ苫,エ,'・が、ニー=生.コ.ユt二、:-1,』一

・^

甲^

推進}→ 1 →!→;

1

民生委員・児童委員、社協CSW、地域福祉纏力
員に対し、地域住民への周知を促した。

.^

・^

達成目標

不審者情報を共有することで事件の未然防止に繋
がっている。

・^

継続して夜問バトロールを行っていく。

・^

推進 1

・^

警察と学校、家庭、地域が連携して、幼児・
児童・生徒が犯罪を回避できる能力を身に
つけるための教育・指導の充実に取り組
む。

.^

.^

管内での犯罪情報をいち早く入手するために、警察
署との連携が必要。

引き続き、夜間パトロール、有害図雲の巡回、有害
サイトフィルタリングの導入及ぴネットバトロールを
実施する。夜問バトロールでは、毎月のバトロール
に加え、年2回深夜パトロール(0時~2時)を実施
する。

-29-

担当部署

ー^

推進

.^

高齢者や障がい者が犯罪に巻きこまれることがないよ
う、関係団体、サービス事業者等による犯罪回避のた
めの指導・啓発を行うよう促す。

H26

評価

ー+

総務課

・^

H27

評価

.^

H28

評価

A

学校教育課

.^

H29

評価

B

.^

^ 1;、i ^=『

' 1字,;三;1武、,;づ
'゛モ之f十邑a七:,"

保健福祉課

日

推進

A

B

域や関係機関が蓮携した夜問バトロール
実施。有害図婁や有害サイトなどの社会
境から、青少年を保護する取り組みを進
る。

取り組み実績【D61実行1

B

口頭での理解が難しい方への周知方法を検討する
要がある。

青少年健全育成のために、ボスター掲示による
啓発及ぴ関係団体への補助を行った.

ー+

こども課

・^

今後とも、継続して実施していく。

推進 1 →!・^ ・^ .^

、七f'・〆趣式才ノニ・ー"ーキ主"二三"、'f41子モニ'乎サξミ'、牛ト、・"ー,,丁

閏係機関との連携や情報の啓発方法にっいて検討
していく。

A

^^

冒^

...、エ."立〒3-

A

推進

A

各学校において週末や長期休業日等の前に安
全安心の指諄を徹底した。
警察や通信会社の出前講座と連携して情報モ
ラル教育やサイバー犯罪防止教室を実施した。

'ニ'.石L一]一'.J "ー.、、ノート闇"

ー+
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・、-1-、、・'、・ー'、、ー、、・・・ー・・・・ーー・

総務課

、■「1",

A

.^

今後とも、周知・啓発活勳を実施していく。

ー゛

A

推進
ー,,゛ー.一毛_{ゞ1゛',,ー"、 JI-_Jア"」一.ニ...'゛.ーーY-^-1 "一「一ー.

A

・^

1推進諺三会寺1謬轤、畢叉轟1

」

学校教育課

A

・^ 1 ^ 1

叉;フ工1河尋,、、*▲

取り組みの検証【ch、ok検証】

町立保育園においては毎年、不審者対策訓練
を行い、すみやかに避難できるようにしている。
また冬場は外灯を点灯して送迎時の安全確保
を行っている。

.^

A

啓発、補助だけでなく実際に子ども達の教育になる
活勳を検討する。

・^

.、ー~ー;'.「ーヨエι^」,

保健福祉課

A

.^

.^

A

係団体、サーピス事業者等による犯罪回
のための指導・啓発を行うよう促す。

A

・^

青少年の非行防止及ぴ事件等に巻き込まれな
いように、毎月筑3金曜日に、各関係団体と塊
力して夜問パトロールを行った。

A

各学校とも安全安心の指導を最優先に実施してい
る。

こども課

A

■■^

学校、警察、各団体で定期的な夜問パトロール
を実施した。
有害図婁が適切に取り扱われているか、町内
のコンピニやレンタルショップなどを巡回した。
学校非公式サイトの検索を行い、インターネ;ト
サイトの管理・監視を行った。

A

A

総務課

今後の.取り組みの方針【A祉i血:改善】

A

毎年副枝を実施することで、保育士と子どもたちの
避難態勢が確認できている。

啓発及ぴ補助を継続していくと同時に、子ども達の
教育に繋がる活動を検討する。

学校教育課

A

日

A
こども課においては、児童に関わる不審者情報
が届いたら法人保育園等へも情報を提供し未
然防止に努めている。

C

保健福祉課

夜問パトロールによって、青少年が犯罪に関わる抑
止力になっている。

維続的な授業の実施及ぴ想定外を作らない意識啓
発が必要である。

C

こども課

A

夜間バトロールを毎月実施することで、深夜俳個な
どを未然に防止できた。
有害図書については、適切な取り扱いが行われてい
た。

ネットパトロールにより不適切な書き込みなどに対応
した。

B

ボスター掲示を行い、氾罪に巻き込まれないよ
う啓発行った。また、高齢者が行方不明になっ
た際、防災行政無線で住民への周知を行った。
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3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

(3)防犯・事故防止対策の推進

防犯設備の整備推進

推進項目.【P1血1計画】
ノ、

"゛
.■'

一■

推進年度(5ケ年の計画)'.'1.・11'."
.、

..'・.・"、..',: '.'.....:,'.ξ ^'

26二1;、trtぜ!'27、、' 1・ 02"ゴ:,・',ゞ.'29 '.,子'・..." 30、 1

'■"'

推進

'^.

!!

一→ 1

噸壁、弓熟
才r手it'コ!宣三三、'二1.
ー!玉、壮'証.'r・モずー^=ル

牙ぽ1灸釜きゞゴニ

! 1

气Fマー,・」」,影・ t'・'*ニー,キー1-1. t夕rる',.、1 i'゛ヨ,」三二一千÷ぜ゛

推進

産業振興課

. Pπ一,ー、.ゞ."L丑一"」.,1-ー.'.、ー,モ'T゛1』T-..、_-1

「{;

舌÷ノ

t 1 1.

・^」 ・^ー^

嶺加ナ
、口子'戸..'と

ユー

1}1,

一弔キ.▲」.、:二■■.、41-tT'主['』三:■"→,ーー「、牢._^コニー"二』,^卓J-"

不審者情報の発信、防犯の啓発、事故の注意喚
起を保護者等へ周知することで、子供たちの
件・事故が未然に防止できた。

保健福祉課

情報把握のための体制づくりを行っていく。

1情報の提供と見守り等支援
,の推進

ノ,..

学校安全マップを作成して危険箇所の周知
を図った。
ボランティアと連携して安全の確保に努め
=。

PTA支部懇談会を開催し、安全な通学路の
確保について話し合った。

達成目標

町道における防犯灯の計画的な整備及
治会と蓮携した住地の犯灯の

整備。公園や遊ぴ場など防犯上の視点
に留意した施設整備を進める。

・^

推進

漣、一暫一ード・
箏ゞ兵寺三が七、喰毛一!'g二に'淀舞会患,ξ髪甍'.'塁隆桑釜璽゛"苧二宅ヰ、

1 1」
1 1

・^ ー゛

」111

、ノ

推進 1
琵

担当部署

宅氏f二

関係団体等による、通園・通学路、子どもの
となる公園などのバトロール活動を支援す

1 1

11戸t広一
、舘途壁P窯葱翻煮轟氏ゞ魚1

推進

蚤'.¥§沫高簑砦誓

ー^

} 1・」 1

.^ .^:

まちづくり振興

H26

評価

」

学校教育課

今後も南風原町
中心に、様々な
を図る。

ー^

都市整備課

課

H27

評価

ー゛

推進
'下王L゛吐ξ云弓王

1 注、ミ広'叉が牙,ξ1曾一藩三'よt゛,

関係機関との情報把握の連携が不十分だった。

H28

評価

ー^

-30-

推進

,

ゴ'喜ξ玉=〒{,=.

都市整備課

ー^

1 .

.^ .^.^ 1

1」」1

H2g.

評価

チ壽電一'主,:〒子¥一点ゞ叢蚕奉ミーιヤ三臺.^ι烹1謬都郭

.^

交=、1でゑ{§づ゛妻ゞ臣モず竺戸1宍゛釜昏悪i=Pミ綜

学校安全マッを作成することで、子供たち、保護
者、地域で地域の危険個所などの状況を共有で
きた。
校外指導員やボランティアがいることで、登下校
の安全確保ができた。
PTA支都懇談会を開催したことで、子供たちの安
心安全について、学校・家庭・地域が意識を共有
することができた。

、=、+ト'叫ユニザ 1゛ー"

「要援護者
民生 .

・^

.^

ー,劉t豐乏モ,^

:ミ弩二弓;武、
、・'.、,.モ,

一ξ;゛.^4モ,1工4' J.玉

各き、

者、障がい者について、一人暮 日一人

なることが多い世帯については、必要に応じて近
住民や民生委員等による、防犯のための様子の
認や注意を促していけるよう呼ぴかける。

1取り組み実菰to'実行】

キ.二生一古^ー'叫一

灸、

.^

"'、'誕

-3シ゛三ゞ゛寸審踊

総務課

防犯灯については、平成28年度からLED化
工事を進めており、平成30年度で既設灯具
全部の再整備を完了する。

ぎ゜

.^

讐'、;,.^三1ぜ,子=

イ美ご・_「

.^

推進

1 1

.^

1

」式1逸:室璽子、i1語

゛、辛、二聾",之:・交・振ε.「、、・ゞ゛ゞ1"フモ轟き'1.・」迂1'妻1'tJ11ξ'斧、'戸'三fート、、

'三推莚些、曇¥ゞー,胎二゛欝i謬轟之子心夢多・三;釜二'・,二J寺宅亘三

・^

r要援護者賞与名簿」1こ壹録されている
かけが必要な方は、関係者で支援方法
る必要がある。

・^

二

PTA支部懇談会を開催し、学校・家庭・地域が連
携し子供たちが安全に過ごせる環境の形成に向
け話し合いを行う。その一環として、学校安全マッ
プの作成や地域住民等による巡回パトロールを
継続し実施する。

.、「.エ゛゛爽ノ金lt・ N推爵、"」き

産業振興課
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誓Lイニ、・,支1,鐙1
_う毛、.TJ^,

黄金森公圍内の圍路整備と合わせた防犯灯
設置。

・コ義◆亥.」 1=戴事1今二玉茎・左垂'芋'J襲セ'¥g轟"にモミ瓦豆、才,ニ!1'[

登捷
.^

金鍔'瑩"1還

保健福祉課

='-1'罷海_二き忌工

等への情報提供を行い、事件・
ナて啓発を図る。

.^

情報把握のための体制づくりを行っていく。

ー^

,ーー1 T',」1 『智一子"Ξ1-

:〒一、.ー、.^"

・^

ト、 、f、.

伺

.^

取り組みの検証.【CH-6k.1検証】

ゞ上ε条・,

^

学校教育課

推進 1

防犯灯修繕については、LED化工事を実施してい
るため、自治会と協議し撤去灯具の再利用等で
修繕に遅れるが出ないよう工夫した。

圍・通学路、子どもの居場所となる公
などのパトロール活動を支援する。

ー.

_ノ

.^

のポスター掲示及ぴ社
紹介等を行い、被害防
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都市整備課

沖
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南風
、J
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二干,二τ;、゛ーセ1玉'J'1ミ釜.ニ、,F

1

県や県民生活センターからの詐欺被害
費者被害に関する情報を、広報やホー

ジなどで周知した。
原町民むけの消費生活相談窓口を開設
'費者問題について普及・啓発を行つ

、N ,'ー"王亘打才_1,」ー、,1で"ーー=弍一、

.ー,『ウ塾,1ゼ1" T巴'.王'{1τ..{,ニ゛=PJI"

.^

.^

遊歩道の端部に防犯灯設置。

総務課
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.^

.^
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ある相談
努めた。
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産業振興課
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県
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への

夏休
・防

1今後の取り組誠の方針IAOUO、}改善jl、

保健福祉課

ー^

関係機関との情報把握の連携が不十分だった。

の安心ゆいめーるで不審者情報を早期
握し、じんじんメ・'ルでいち早く保護者等

'つこ

だよりなどみなど長期休暇前には
犯の啓発や事故の注意喚起を行った。

1■里'一昆ト'デ『ι."'
':ー.ニ.=r ' t,ー.'

地域の見守り活動に関わる関係者の拡大を図
る。

LED化工事につては、平成30年度までに町内防
犯灯のLED化を完了する。工事後も各自治会と
連携し防犯灯修繕補助及び新設補助を推進して
いく。

隣住民
の様子
・'ぴか1

学校教育課

,吐.,"{レ乱

・^

や民
の確
ナる。

南風原
消費者
市街化
題があ
必要が

■^

、、=,.一『

.:'ト1-

窓口を開設し、
問題について普及・啓発を行った。

々な消費者問
るため、新たな消費者行政の拡充を図る
ある。

都市整備課

庁舎でのボスター掲示及び社協にある相談
窓口の紹介等を行い、被害防止に努めた。

今後とも取組を推進する。

総務課

ノ
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3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

(3)防犯・事故防止対策の推進

具体的取り組み事項

③ ;情報の提供と見守り等支援の
推進

推進項目'【PI.n:計画】

J〕一【、

地域住民や団体等による、主体的な防犯活動を蓑極
的に支援する。

④ 1通報システムの昔及推進

'.'.26 '・ fL" 27 >' 1

＼

推進年度(5ケ年の計画)

推進

■..^.

今後も、関係機関との連携を強化し、迅速かつ的確
に対応していく.

・・ー'ーー'"・"'・1"ー'、・'1'、,・・",・"・、・'・

÷.推'住._ーざ汗、心一子邑'・・.'・写ゞ恐1÷、、ナ

.^

! 1

国 遊ぴ場等の安全確保推進

28

耳や言葉が不自由な方への事件・事故に関する通報
について、讐察と連携し、「FAX110番」や「メール110
番」といった通報システムの周知と活用の普及を図る.

推進

.^

登録者数が少ないので、周知方法の検討が必要。

29.',,,'30

; 1

冒^

1

、、,ー、,".゛1鄭瓢達・ー.

各字の遊具等については、各字にしっかり管理をし
ていただき、補修等があれぱ補助対叡範囲の中で
対応している.

■一゛

進!→!→」→1→

ー・,・,・・,'・'、,、,・・ー・・ 1・・、・、・.、','・

子どもが安心して遊べるように、遊ぴ場や公園の遊具
等について地域と連携した安全管理対繁を進めるほ
か、社会福祉協議会・民生委員児童委員連合会によ

「遊ぴ場・危険ケ所点検」の報告に基づき、必要な対
を講じる。

.^

.^

推進

今後も継続していく.

g推匙昔茶・好寺;-1{-1みー!^1詮斗;ゞほ1心>、ゞ、
ー,.ー",ー.1,.']."1島十 11-,=〔1 、.ー.,J,,.1」,、,、'

・^

達成目標

ー^

; 1

今後も警察及ぴ消肪の担当者からの説明の場を設
け、周知の強化を回る。

ー^

'ー^ι」、十雪 1-

・^

推進 1 →}→!→ 1 →
..^^^

リ誰進式勢fタ¥1邑喜1111.¥蔀ご三一P'エ_ヰr

今後も、この体制で取り組みを進める。

.^

主体的な防犯活勳を積極的に支擾する。

・^

i^^1^

'・、ーフ1部アで7ー,,ー

-31-

担当部暑

・^

推進 1 →}→ 1 → 1 →

七'推進.ξ陽、、:ミ;,.:ktξ'§・,"、、イ,1t1弓"「1§夕1七1_,'i、」.'';'推進.ξ陽:气:子+.ニ」'ξ'鳥,"、、イ,1 ι弓"「1§41七1,'i、・1 し
ーー・・.ー、.,,、ゞー*'1ル,・・,""ー"'

H26

評価

総務課

H27

評価
H28

評価

B

',、,',,・',、・・・1,・・・,, f'ニ・、,・・・、

産業振興課

ー^

H29

評価

件・事故に閏する通報について、警察と
携し、「FAX110番」や「メール110番」と

、つた通報システムの周知と活用の普及を
る.

C C

保健福祉課

゛^

A

C

一→

取り組み実韻【D'実行】

各字の老人クラブが行っている、地域見守りパ
トロールに対して、補助を行った.

学校教育課

件・事故に関する通報について、警察と
携し、「FAX110番」や「メール110番」と

、つた通報システムの周知と活用の普及を
る。

・^

A

都市整備課

・平成26年度と平成28年度はふるさと博覧会な
どにおいて各種団体の協力の下、青少年の防
犯パトロールを実施。
・平咸27年度と平成29年度はふるさと博覧会開
催はないため実施実綬なし。

B A

保儘福祉課

A

毎月の校長教頭蓮絡会や町生徒指導主任連
籍会において、安全安心の指導の微底を確認
しナ=.

各学校においては、前年度の事例を踏まえて
週末の等の安全指導や不審者対業を実施し
た。また、メーリングシステムでの注意喚起を
図った.

A

取り組みの検証【cheok:検証】

A

広報だけじゃなく、各字が行っている防犯活動に対し
て、支援できるか検討していく。

こども課

A

都市整備課

B

A

・関係機関との蓮携により、迅速かつ的確に対応が
できた.(H27とH29は実施実韻なし)

B
毎年度登録を促し、登録する際は直接手話通
訳者が消防署へ伺行し、十分な説明を受けた
上で登録している。

A A A

今後の取り組みの方針【Aoti血:改善】

平成29年度は、各字からの要望を受け宇喜屋
武のバスケットリング、宇兼城はシーソーとブラ
ンコの修繕を行った.

概ね良好である。万一に備え、今後も閏係者の情報
共有及ぴ休制の確認を行い未然防止に努める.

各団休がどのような防犯活動を行っているか、全客
を把握できていないため、その把握に努める.
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3 安心・安全な人にやさしいまちづくり
(3)防犯・事故防止対策の推進

具体的取り組み事煩

①
子どもの安全確保推
進

.、 ^..

②
子どもを守るネット
ワークづくり

子どもが安心して遊べる環境づくり1こ取り組むた
め、区長・自治会長はじめ民生委員・児童委員等
の地域の関係者の参加を得て安全点検を実施す
るとともに、その結果を広報紙等に掲載すること
で、子どもの安全確保に関する共通認識づくりに

^■^ :. J.」.子

ジ推進項目1【PI0而:計画1

③

ノ^.

消費者被害への対応
の充実

地域の住民がともに協力しあい子どもを守る環境
づくりが求められている。町老人クラブ連合会等こ
れらの団休とも連携を密にするとともに、支援をと
おして子どもを見守るネットワークづくりを推進す
る。

、

地域住民の見守りや専門機関による相談体制の
強化と支援ネットワークづくりが重要となっている。
在宅介護支援センター事業やコミュニティソーシャ
ルワーカ,ーの活動をとおして、住民に対して注意
喚起するとともに「ふれあい福祉相談事業」等との
逵携を密にし、問題解決に取り組む。

:、・::・:.';.,・'・"・'

ニ」气

.、 推進年
26

推進

27

(5ケ年の計画)

未実
施

ーー.

28

未実
施

ー.".

ー^

推進

29

・^

、 30

推進推進

ー゛

廃止

.^

区長・自治会長はじめ民生委員・
児童委員等の地域の関係者の
参加を得て安全点検を実施する
とともに、その結果を広報紙等に
掲載することで、子どもの安全確
保に関する共通認識づ4打こ努

推進

ー^

達成目標

推進

ー^

ー^

推進

推進

・^

ー^

推進

町老人クラブ連合会等これらの
団体とも連携を密にするととも
に、支援をとおして子どもを見守
るネットワークづくりを推進する。

・^

推進

担当部署

ー^

推進

在宅介護支援センター事業やコ
ミュニティソーシャルワーカーの
活動をとおして、住民に対して注
意喚起するとともに「ふれあい福
祉相談事業」等との連携を密に
し、問題解決に取り組む。

社協
(赤嶺)

H26

評価
H27

評価
H28

評価

社協

(赤嶺)

D

H29

評価

B

社協
(桃原)

1取り組み実績【bo':実行】

A

・子ども遊び場危険力所点検は廃止(h28)

A

・町老連の育成、援助
・事務局職員の配置
・活動助成金の交付
・その他、主催事業への協力など

・町老連主催見守りバトロールの実施

A

B A A

・町において消費者相談を週1回実施している
・消費者相談における相談員とは相互に情報
共有しているため、必要があれぱつなげるな
どの連携をとっている
・また在宅介護支援センター職員やCSWは訪
問時に注意喚起するなど、情報収集・情報提
供を行っている

A

取り組みの検証【CN此k検証】

他団体で、同様の事業を実施している。

・見守りバトロールは、定期的な活動により学校関
係者や保護者、地域住民に周知されており、一定
の成果を得ている。
・各単位老人クラブでは、役員(会長等)のなり手不
足で苦慮している地区もあり、また、新規会員が増
えない現状で、

・複雑な問題や専門的知識を必要とする相談
に対しては専門相談(法律・司法書士)や消費
者相談につなぐことで、問題解決や被害防止
などの成果が得られている

今後の取り組みφ方針【鮠fldh:改善】i

が

他団体の危険力所点検等の状況を把握する。

、..J

・見守りパトロールについては、引き続き学校や区・自治
会をはじめ関係機関と運携を密にし実施する.
・各単位老人クラブが、活性化及ぴ有意義な活勧ができ
るよう魅力ある事業展開を検討する.
・バトロール会員が安心して活動できるよう配慮する。

・関係機関、専門機関との情報共有及ぴ連携
強化することで、問題の解決力や未然に被害
を防ぐための予防力を高める
・注意喚起や広報啓発のため、広報紙やホー
ムページ、パンフレット、チラシ等の積極的活
用に努める。

.

'

,

゛
1

-32-

ノ

＼
ー

＼
ノ

り
、



玉

.

一』

3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

(4)防災対策の推進

)具体的取り組み事項

今後も計画通り整備を継続していく。

①

「南風原町地域防災計画」fこ基づき、ハザードマップ等
を活用した住民への防災知識の普及啓発や防災訓練
の実施、地域防災粗織の育成を進め、住民の防災意
識の向上を図る。地すべりや河川の氾濫、建築物の老
1石化等災害時'ξ険箇所にっいて、必要な祐導や防災
対策を講じるなど、誰もが安心して暮らせる災害に強
いまちづくりを推進

推進項目 tP稔".計画】

災害に強いまちづくり推進

6

転入手続きの際に、転入者へのハザードマップや、防災.減災
お役立てマップ帳の配布を行う.

26

推進年度(6ケ年の計画)

②

推進

肪災拠点の整備や防災資接材、避難誘導標識の整借など、
災害に備えた環境の充実を図る.

!災害時要緩謹者支援休制の構築

27 ヲ.ー

ー^

28

・^

29

推進

.災害時要援護者選難支緩計画
③!の策定

゛之・_゛●、;,干・'.Ξ'*.1,"、ξ二ゞ'0.'.ヨ1,が,,H'ー=◆と・
ヌゴー':i'ミ:r・..ーー'廿轟;t§三二【.二τぎ三1]ξ1二.ι.1{、>1.に'」_J1 ι.

災害時要支援者個別計画において、引き続き築定
にむけて調整及ぴ保佳福祉課の補助を行っていく。

ー゛

障がい者や高獣者等の災皆時要援護者にっいては、災害時
要援涯者畳録を促進し、警察や消防、医師会及び地域の関係
機関・団体が要擾護者の情報を共有、地域との連携を図り、要
媛護者の安否確認や避難誘導体制命構集、避難場所での匡
康管理、モの他必要な救護・救決の休制を構築する.

30

・^

ー^

推進
,ニ:、Z還:ニ・1'・・ニ・・ー','ニ_゛ー、C.ニ、ι.゛ど'.'t1二ー!、'・ニ、ー」ニ、,X

■■◆

住民への防災知識の昔及啓発やH30年度
までに防災訓練の実施。地域防災組織の
育成、防災意識の向上を図る。地すべりや
河川の氾濫等災害時危険箇所についての
指導や防災対策の実施

④

推進

達成目標...、

・^

1緊急情報伝達手段の充実

→推進'ミ,・、-AE ,11'1,'エ;ν、=ご1→¥、.1:'ヤ室キゞマ

ー゛

・^

推進 1 → 1 →→

・^

叶._='ー】゛一「.」'.^」.'ー',」'イ,,ーデで'L,ー,1 、、ー....、

ー゛

.^

推進

転入者へのハザードマップや、防災・.減災お役立
てマップ帳の配布を行う。

電:

T三、一闇 1立".、:ー).ー、、.甲'.'二t'ニ'イー"r"王,'」1でi〒一、" J 』

担当部署

.^

名簿情報が避難支援等関係者で共有できるよう
に、取り組む。また社機と塊力し、個別支援計画作
成の同意が得られた方から随時個別支援計画を作
成していく。

.^
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誰もが災害に関する情報を速やかに入手できるよう、個人の
特性にも配慮した無線やFAX、パソコン、携帯電話等多様な
情報伝達手段の充実に取り粗む.

今後も維持管理を行い、いつでも問題なく使用でき
るよう管理していく。

・^

引き続き策定にむけて調整及ぴ保健福祉課の補助
を行っていく。

1 」

』^

H26

評価

引き続き策定にむけて調整及ぴ保健福祉課の補助
を行っていく。

推進

総務課

ー^
1 !

.^

1

H27

評価

災害に備えた環境の充実を回る.

今後も雑持管理を行い、いつでも問題なく使用でき
るよう管理していく。

.ー、

都市整備課

.^

H28

評価

0

ー^

H29

評価

B

総務課

■■^

B

都市整備課

・,害時要援緩者登録の促進、共有、連携を国る.
授護者の安否確認等の体制構築、避難堪所で
健康管理を行う.

.^

A

推進

ハザードマッブと防災・減災お役立てマップを転
入してくる方に対して配布し、町の防災情報の
昔及啓発を行った。
また、自主防災組織設立を促進するために、勉
強会を行った。

取り組み実纏【D6:実行】

A A

総務課

・^

A

・^

都市整備課

A

A

f書時要援護者避難支撰対策について、基本的
'考え方や進め方を明らかにし、災害時要橿護者
難支擾計画を策定する.

転入手続きの際に、ハザードマップと防災・減
災お役立てマップ帳を配布した。

・^

A

保健福祉課

・^

A

取り組みの検証【ch.6k検証】

自主防災組織が1団体結成され、地域の防災意識
向上に繋がったが、今後更なる意識向上のための
活勤を検討する必要がある。

人の特性にも配慮した無線やFAX、パソコン、
帯電話等多様な情報伝蓮手段の充実に取り組

A

C

災害が起きた際の、食糧や飲み水、トイレ等の
備蓄品の整備を行った。

.

総務課

C B

C

転入手続きの際に配布しているため、全町民への配
布に繋がっている。

B

総務課

災害時要援護者支援システムのバージョンアッ
プと要援護者のりストを作成するためのデータ
入力を行った。医療的ケア児の個別支援計画
の作成に取り組んでいる。

C C

C

今後の取り組みの方針【AOU6n:改善〕

0

捕務課

防災意識向上のため、防災訓綾などの活動に積極
的に参加してもらえるように促していき、自主防災組
織の設立と活動の支援を行っていく

C

要支援者の避難誘導体制構築のため災害時
要支援者個別計画策定に着手した。

計画通りの数量を整備できている。

0

'^

B

0

A

災害時要支撥者全休計画の策定に着手した。

災害時の避難支援体制を実行可能なものにするた
めには、要支援者の同意を得て個別支援計画を作
成しておく必要がある。また災害発生前から社協、
民生委員・児童委員と災害時要支援者名簿情報を
共有し、見守り活勤の体制を作る必要がある。

継続して配布を行っていく。

A A 防災無線や携帯メール等、伝達手段の雑持管
理を行った。

計画が未策定なままのため、引き続き策定にむけて
調整及ぴ保健福祉課の補助を行っていく,.
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(4 防災対策の推進

具体的取り組み事項・
'4

①

N.

災害ボランティアセン
ター機能の充実

②
災害時避難支援体制
構築に向けた連携強
化

被災者二ーズに応え、一日も早い復興を被災者と
ともに目指し、ボランティア活動につなぐ総合調整
を行う。また、日頃から行政、字・自治会、関係機
関と連携し防災訓練を実施し社協の果たす役割を
確認し、必要に応じて「社協災害時対応マニュア
ル」の修正を行う。

推進項目.【P仏6i計画】
ノ

高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等、町が指定する
避難所では対応が困難な要援護者がでることが想定さ
れ、これらの人々の安全を確保するために日頃から行
政、字・自治会、関係機関等と連携を図り、十分な環境
を整え、行政が策定するr災害時要援護者避難支援計
画」策定作業に積極的に参画する。

'. ■冒

',

ノ.ー

推進年度(5ケ年.の計画)
26

推進

27 、"28 '

ー^

20%

29

ー゛

20%

推進

30

・^

80%

未実
施

・^

ー^

ノ

30%

未実
施

達成目標、

・^

災害ホ'ランティアセンター機能の充
実と防災訓練の実施

Z十画
策定

・^

Z十画
策定

ー^

高齢者等の安全を確保するた
めに日頃から関係機関等と連
携を図り、行政が策定する「災
害時要援護者避難支援計画」
策定作業に積極的に参画す

オ旦当部署

社協
(出羽・稲福)

H26

評価
H27
冒.

評価
H28

評価

C

H29

評価

社協
(田場)

C B

・町防災訓練での社協災害時対応訓練未実
J

・九州北部豪雨災害応援職員派造 1名
・他機関との協定が未実施B

取り組み実績【D6':実行】

D D B

役場(保健福祉課)が進める要援護者避難
支援計画は、平成28年度で策定済み。

B

.E

・社協災害時応援訓練を実施することができ
なかった。(町防災訓練は今年度未実施)
,他機閏との協定締結に向けて取り組む必要
がある。

取り組みの検;正Icheok:検証】

計画は策定されたが、・要援護者台帳の整備
に関しては、課題も多く担当課と調整する必要
がある。

今後の取り組みの方針【A0廿6":改善】

・防災訓練が実施できるよう町担当課と連携,
調整を図る。
・社協災害時訓練等を重ねることで、マニュア
ルの見直しについて検討する。
・地域での防災意識向上に努める。

..'宅

策定された計画をもとに、災害時要援護者
のみならず、日頃からの見守りネットワークの
体制づくり1こ活かせるよう進めていく

?
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、
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